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は
じ

め
に

近
世
は

「兵
農
分
離
」

の
時
代
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
武
士

の

世
界
と
百
姓

の
世
界
が
完
全

に
分
離
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
足
軽
奉
公

・

中
間
奉
公
な
ど
と
称

し
て
、
領
民
が
大
名
家

臣
の
末
端
部
に
武
家
奉
公
人
と
し

て
加
わ
る
こ
と
が
珍

し
く
な
か

っ
た
。
近
世

の
武
家
奉
公
人
の
供
給

に
つ
い
て

は
、
か

つ
て
歴
史
人
口
学

の
速
水
融
氏
が

「宗
門
人
別
帳
」
の
記
載
か
ら
人

の

移
動
を
追

っ
て
い
る
。
近
世
小
農
民

の
土
地

に
縛
ら
れ
な
い
出
稼
ぎ

「奉
公
」

の
頻
度

の
高
さ
に
着
目
し
、
奉
公
先
と
し
て

「武
家
奉
公
」
が
含
ま
れ
て
い
た

　
ユ

　

事
実
を
丹
念
な
統
計
分
析
で
立
証
し
た
。
ま

た
、
近
年

で
は
、
森
下
徹
氏
に
よ

る

一
連

の
研
究
が
あ
り
、
岡
山
藩
や
加
賀
藩

を
例
に
、
小
農
経
営

の
析
出
す
る

「近
世
雇
用
労
働
」
が
次
第

に

「武
家
奉
公
」
を
担
う

よ
う

に
な

る
と
し
て

　
　

　

い
る
。
こ
れ
ら

の
研
究

か
ら
、
少
な
く
と

も
武
家
奉
公
人

の
う
ち
最
下
級

の

「中
間

・
小
者
」
や
家
中
奉
公
人
は
、
城
下
町
や
周
辺
農
村

の
百
姓
の

「奉
公
」

で
供
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
。
し
か
し
、
中
間

・
小
者

よ
り
も
格
上
で
大
名
軍
事
力

の
主
力
で
あ
る
組
付

の
足
軽
層
の
供
給
実
態
は
詳

ら
か
で
は
な

い
。
ま
た
、
百
姓
が
武
家
奉
公
人
に
な

っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
具

体
的

に
村
落

の
如
何
な
る
階
層

の
者
が
足
軽
や
中
間

・
小
者
に
な
り
、
ど
の
よ

う
な
年
齢
の
百
姓
が
奉
公
に
出

て
い
た
の
か
、
と

い
っ
た
新
た
な
疑
問
も
出
て

く
る
。
さ
ら
に
は
、
百
姓
身
分
が

「武
士

の
世
界
」
で
あ
る
大
名
家
中

に

「奉

公
」

で
取
り
込
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
と

「武
家
」
の
境
界
は
、
如
何
に

存
在
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
は
存
在
し
な
か

っ
た
の
か
、
と
い

っ
た
重
要
な
論

点
も
浮
上
し
て
こ
よ
う
。

い
ま
だ
残
さ
れ
た
課
題
も
多
く
、
武
家
奉
公
に
出
る

個
々
の
百
姓

の
顔
や
事
情

の
み
え
る
レ
ベ
ル
ま
で
視
点
を
深
く
掘
り
下
げ
た
分

析
が
必
要
と
さ
れ
る
研
究
段
階

に
至

っ
て
い
る
。
大
名
家

の
足
軽

・
中
間
が
領

民
に
よ

っ
て
担
わ
れ
る
様
子
に
つ
い
て
、
か

つ
て
筆
者
は
諸
大
名
家

の
藩
政
文
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書

か
ら
法
制
度
を
中
心

に
論
じ
た
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
、
現
在

の
研
究
水
準

か
ら
す
れ
ば
、
さ
ら
に
旦
ハ体
的
で
精
密
な
分
析
が
求
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
藩

政
文
書

の
検
討
だ
け
で
な
く
、
村
々
に
残
さ

れ
た
地
方
文
書
か
ら
、
百
姓
身
分

の
足
軽
奉
公
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
百
姓

身
分
が
足
軽
や
中
間
に
な

っ
て
大
名
家

に
奉
公
し
て
い
く
そ
の
旦
ハ体
的
様
子
を
、

村
方
文
書

の
精
密
な
検
証
か
ら
描

い
て
い
く
作
業
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
踏
ま
え
て
、
本
稿

で
は
、
津
山
藩
を
例

に
取
り
上
げ
、

農
村
か
ら
足
軽

・
中
間

・
家
中
屋
敷
奉
公
が
供
給
さ
れ
る
様
子
を
検
討
す
る
。

じ

か
た

論
を
進
め
る
に
あ
た

っ
て
は
、
津
山
藩

の
藩
政
文
書
ば
か
り
で
な
く
地
方
文
書

の
宗
門
人
別
帳
な
ど
も
利
用
し
て
多
角
的
な
分
析
を
試
み
る
。
津
山
藩
で
は
、

足
軽

・
中
間
な
ど
の
武
家
奉
公
人
は
主

に
城
下
近
村
か
ら
供
給
さ
れ
る
傾
向
が

あ

っ
て
、
近
世
後
期
に
は
法
的
に
も
そ
れ
が
制
度
化
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
津
山

城
に
程
近

い

一
農
村
、
山
北
村
を
旦
ハ体
例

に
取
り
上
げ
、
百
姓

の
武
家
奉
公
の

実
態
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
事
例

か
ら
、
武
家
奉
公
を
通
じ
て
、
百

姓
が

「大
名
家
中
」

の
下
層
に
恒
常
的

に
出
入
り
す
る
構
造
や
、
大
名
家
に
足

軽
や
中
間
が
供
給
さ
れ
る
仕
組
み
の

一
端
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ぽ
と
考
え
る
。

一

津
山
藩
の
奉
公
人
雇
用

足
軽

・
中
間
等

の
供
給
構
造

の
分
析

に
入

る
前

に
、
津
山
藩

の
足
軽

・
中

間

・
家
中
奉
公
人

の
概
要
を
説
明
し
て
お
き

た
い
。
津
山
藩

に
お
い
て
も
、
足

軽
や
中
間
は

=

代
切
」
が
原
則

で
あ
り
、
領
民
か
ら
召
し
抱
え
ら
れ
て
い
た
。

表1武 家奉公の雇用量(明 治2年11月)

項 目 ③戸数 ⑤家族

人口

◎召仕

長屋住
⑤/④ ◎/④

藩主 1 5 9 5.00 9.00

士族 366 1636 803 4.47 2.19

卒族 163 640 81 3.93 0.50

卒部 1126 2315 2.06

小夫 403 403 1.00

僧社家 252 286 250 1.13 0.99

市中 8111

郷中 88261

合計 101657 1143

出典:『藩制一覧』および 『津山松平領の人口』津山郷土館報第15集 。

実
子
が
代
々
世
襲
す
る
の
な

ら
ば
召
し
抱
え
の
必
要
は
な

い
が
、

一
代
限
り
で
あ
る
た

め
、
常
に

「奉
公
人
」
と
し

て
新
顔
を
抱
え
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
家
中

の
武
家
屋
敷

に
は
、
多
く
の

草
履
取
や
槍
持

の
若
党

・
下

女
が
奉
公
し
て
い
た
。
高
十

万
石
の
津
山
藩

に
お
け
る
こ

れ
ら
武
家
奉
公
の
総
雇
用
量

は
、
ど

の
程
度

に
及
ん
だ
の

で
あ
ろ
う
か
。
表
1
に
示
す

如
く
、
版
籍
奉
還
の
明
治
二

(
一
八
六
九
)
年

の
記
録
が
残

っ
て
居
る
。
津
山
藩

に
は
、
足
軽

(卒
部
)
が

一

一
二
六
人
、
中
間
等

(小
夫
)
が
四
〇
三
人
居
た
。

つ
ま
り
藩
直
属

の
武
家
奉

公
人

一
五
二
九
人
を
雇
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
足
軽
に
は
譜
代
も
居
た
が
、

中
間
は
ほ
ぼ
全

て
が

一
代
限
り
で
あ

っ
た
か
ら
、
領
民
を

一
〇
〇
〇
人
以
上
も

直
属
奉
公
人
と
し
て
抱
え
て
、
足
軽

・
中
間
に
仕
立
て
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
家
中

の
武
士
達
が
雇

っ
て
い
た

「草
履
取
」
や

「槍
持
」

の
数
は
如
何

ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
。
津
山
藩
に
は
、
士
分
以
上

の
士
族
屋
敷
が
三
六
六
戸
あ
り
、
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一
戸
あ
た
り
奉
公
人
を
二

・
一
九
人
雇

っ
て

い
た
。
ま
た
、
徒
士
の
卒
族
屋
敷

が

一
六
三
戸
あ
り
、

一
戸
あ
た
り
奉
公
人
を
○

・
五
人
雇

っ
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
藩
直
属
で
な

い
武
家
奉
公
が
合
計
で
八
八
四
人
雇
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
明
治
初
年
の
津
山
藩

で
は
足
軽

・
中
間
奉
公

一
五
二
九
人
、
家

中
奉
公
八
八
四
人

の
全
部
で
二
四

一
三
人

の

「
武
家
奉
公
人
」
が
雇
用
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
武
家
奉
公
に
は
、
ど
の
程
度

の
給
金
が
給
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
二
年

の
同
記
録
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
足
軽

(卒
部
)
で
あ
る
銃
卒
八
四
三

人
と
雑
卒
二
八
三
人
の
合
計

=

二
六
人

に
対
し
て

一
万
四

一
〇
〇
俵

の
給
米

が
支
払
わ
れ
て
い
る
。
但
し
書

に

「給
米
従

十
俵
至
二
十
五
俵
、
以
芸
之
精
粗

及
使
役
之
煩
閑
、
増
減
之
、
令
所
与
之
米
数
、
如
此
」
と
あ
り
、
鉄
砲
等
の
技

量
や
使
役
の
煩
閑

に
よ
っ
て
、

一
〇
～
二
五
俵
の
米
が
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

判
明
す
る
。
ま
た
、
中
間
等

(小
夫
)
四
〇

三
人

に
は
五
五
七
二
俵
が
給

さ
れ

た
。
「給
米
従
十
三
俵
十
五
俵
、
以
使
役
之

煩
閑
、
増
減
之
」
と
あ

っ
て
、
中

　
　

　

間

の
俸
禄
は

一
三
～

一
五
俵

で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
津
山
蔵
米

の
俵
入
は
三
斗

　
ら

　

三
升
で
あ

っ
た
か
ら
、
津
山
藩
で
は
足
軽
と
中
間

に

一
万
九
六
七
二
俵

つ
ま
り

米
六
四
九

一
石
七
斗
六
升
を
毎
年
支
給
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
家
中

の
武
家
奉
公
人
の
給
金
は
、
天
保
十

四

(
一
八
四
三
)
年

に
、
「以
来
男
奉
公

人
之
分
者
、
武
家
方
中
間

・
町
方
下
男
共
金
弐
両
よ
り
三
両
迄
、
女
者

一
両
弐

　
　

　

分
よ
り
弐
両
を
限
」
る
と
さ
れ
、
男

の
武
家
屋
敷
奉
公
人

の
場
合
、
法
定
給
金

が
二
～
三
両
と
定
め
ら
れ
た
。
家
中
奉
公
人

の
総
人
数
を
八
八
四
人
、
給
金
平

均
を
二

・
五
両
、
天
保
末
年
の
米
価
七
五
短

・
大
坂
金
相
場
六
四

・
六
五
処
と

し
て
計
算
す
れ
ば
、
津
山
藩
士
が
毎
年
支
給
し
て
い
た
奉
公
人
給
は

一
九
〇
五

石
二
升
と
な
る
。

明
治

二
年
、
津
山
藩

に
は
四
万

二
八
八
二
石
余

(年
貢
租
率
四
三
%
)
の
年

貢
収
入
が
あ

っ
た
が
、
こ
の
う
ち
▲

二
九
六
石
余
を
足
軽

・
中
間
と
家
中
奉
公

　
　

　

人

の
給
与

に
充
て
て
い
た
。
津
山
藩

は
年
貢
総
収
入

の
二
割
を
武
家
奉
公
に
支

払
う
財
政
構
造
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
津
山
藩
で

は
足
軽
層

の
殆
ど
が
百
姓

の
一
代
奉
公
で
あ
り
、
中
間

・
家
中
奉
公

に
至

っ
て

は
全

て
が
領
民
に
よ
る
武
家
奉
公
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
津
山
藩

の
領
民
は
租
率
で
四
三
%

の
年
貢
を
取
ら
れ
て
い
た
が
、
武
家
奉
公
を
勤
め
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
二
割
近
く
を
領
主
経
済

か
ら
取
り
返
し
、
村
方
や
町
方
に

還
流
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
世

の
領
国
経
済

に
お
い
て
、
領
主
の
雇
用
す

る
武
家
奉
公

の
経
済
規
模
と
効
果
は
過
小
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
津
山

藩

で
は
、
足
軽

・
中
間

・
家
中
奉
公

の
雇
用
規
模
は
二
四

=
二
人
に
及
び
、
毎

年
、
米
八
三
九
六
石
を
、

こ
れ
に
給
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
津
山
藩

の
武
家
奉
公
は
領
内

の
百
姓
町
人
か
ら
供
給
さ
れ
る
も

の
で
あ

っ
た
が
、
今
少
し
詳

し
く
、
こ
の
供
給

の
さ
れ
方
を
分
析
し
た
い
。
結

論

か
ら
言

っ
て
、
二
千
数
百
人
に
及
ぶ
津
山
藩

の
武
家
奉
公
人
は
、
城
下
町
と

そ
の
近
辺

の
村
落
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
、
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
武
家
奉
公

の
主

た
る
供
給
源
は

「城
下
廻
り
村
々
」
と
よ
ぼ
れ
る
城

下
至
近

の
村
々
で
あ
る
。
津
山
藩

で
は
、
宝
暦
十

(
一
七
六
〇
)
年
十

一
月
十
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五
日
に
、
組
足
軽

の
採
用

に
関

し
て
法
令
を
出
し
て
い
る
。

(前
略
)
組
番
代
之
節
、
町
方
之
も

の
召
抱
候
義
先
は
不
宜
候
、
近
来
迄
、

軽

キ
者
抔
自
然
組
之
内

へ
入
候
得

ハ
、
お
の
つ
か
ら
風
義
悪
敷
可
相
成
候
、

以
来
は
頭
々
心
得
可
有
之
事

二
候
、
右

之
通
御
用
所
思
召

(後
略
)

と

い
う
よ
う
に
、
町
人
の
召
し
抱
え
を
規
制

し
て
い
た
。

こ
の
法
令
は
次
の
如

　　
　

く
繰
り
返
し
発
令
さ
れ
て
い
る
。

、
諸
組
之
内
老
年
弱
輩
之
者
相
見
候
、
井
、
番
代
町
人
召
抱
候
義
不
宜

候
、
先
年
被
仰
出
候
、
弥
向
後
町
人
百
姓
等
抱
候
義
無
之
候
様
可
被
致

候
、
御
人
少

二
候
間
、
御
用
立
候
者
も
の
可
被
抱
、
御
籏
組
抔
者
別
而

達
者
成
も
の
古
格
之
通
可
召
抱
候
、
先
達
而
仰
渡
候

二
候
得
共
、
近
来

左
様
無
之
面
々
も
有
之
様
相
聞
候
、
猶
又
、
此
段
急
度
可
申
達
旨
、
御

用
所
御
申

二
付
申
達
、
御
家
老
組
小
頭

・
御
城
代
小
頭

へ
も
口
達
之

町
人
を
抱
え
れ
ば
足
軽
組
の

「風
義
が
悪
敷
相
成

る
」
と
し
て
、
城
下

の
町

人
を

「御
籏
組
」
な
ど

の
足
軽
に
採
用
す
る

の
を
禁
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
足

軽

よ
り
格
下

の
中
間
に
は
、
こ
の
よ
う
な
身
分
制
限
は
な
く
、
町
人
か
ら
も
多

く
召
し
抱
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
足
軽

の
採
用

に
つ
い
て
は
、

百
姓
は
や
む
を
え
な
い
と
し
て
も
、
町
人
を
忌
避
す
る
立
場
に
飽
く
ま
で
固
執

し
て
お
り
、
足
軽

の
主
た
る
供
給
源
は
城
下
の
近
村
と
な

っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
城
下

の
近
村
と
は
、
旦
ハ体
的
に
ど

の
程
度

の
距
離
と
範
囲

で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
天
保
十
三

(
一
八
四
二
)
年
七
月
に
、
津
山
藩
は
注

　ね
　

目
す

べ
き
法
令
を
出
し
て
い
る
。

一
、
下
代

・
足
軽

・
中
間

・
又
も
の
等
、
郷
中
名
請
之
者
江
同
居
い
た
し

候
者
間
々
有
之
趣
候
、
以
来
左
之
村
々
者
格
別
、
其
余
之
村
々
者
決
而

不
相
成
候
間
、
転
宅
可
致
候
、
尤
、
当
年
中
者
御
用
捨
可
有
之
候
間
、

来
卯
正
月
元
日
よ
り
堅
不
相
成
候
間
、
此
旨
頭
々
主
人
よ
り
急
度
可
被

申
付
候

林
田
村

横
山
村

大
谷
村

小
田
中
村

新
田
分

広
原
分

山
北

村

八
出
村

左
之
村
々
、
是
迄
勤
来
分

ハ
格
別
、
新
抱
込
候
分
者
不
相
成
候

井
口
村

一
方
村

北
村

惣
社
村

沼
村

天
保
末
年
以
降
、
津
山
藩
は
百
姓

の
武
家
奉
公
を
、
城
下

に
近
接
す
る
十

一

ケ
村
に
限

っ
て
許
可
す
る
制
度
を
藩
法

で
定
め
た
。
実
際

の
と
こ
ろ
、
足
軽
や

中
間
奉
公
は
、
城
下
に
程
近
い
村

の
百
姓
が
勤
め
て
お
り
、
彼
ら
の
多
く
は
日

頃
は
村
で
耕
作
を
営
み
な
が
ら
歩

い
て
城
下
町
に
通
い
、
足
軽

・
中
間
奉
公
や

武
家
屋
敷

に
出
入
り
し
て
、
給
金
を
得

て
い
た
。
武
家
奉
公
に
出

る
際
に
は
、

妻
子
を
跡
名
請
人
に
立
て
て
自
ら
は
村
方
人
別
を
離
れ
、
郷
中
名
請
之
者

の
家
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に
足
軽
が
同
居
す
る
形
に
し
た
。
し
か
し
、
事
実

は
百
姓
が
村
に
居
住
し
な
が

ら
足
軽
等
を
勤
め
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
こ

の
よ
う
な
自
宅
通
い
の
武
家
奉
公

は
、
右

の
法
令

の
十

一
ケ
村

の
み
に
許
さ
れ
、
余

の
村
か
ら
奉
公
す
る
場
合
に

は
津
山
城
下
に

「転
宅
」
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。

し
か
し
、
現
実
に
は
、
十

一
ケ

村
以
外

の
村
か
ら
の
武
家
奉
公
は
少
な
か

っ
た
。
こ
の
十

一
ケ
村
は

「御
城
下

廻
り
出
入
奉
公
相
成
候
村
々
」
と
よ
ば
れ
、

こ
れ
ら

の
村
落
こ
そ
が
足
軽
や
中

間

の
供
給
源
で
あ

っ
た
。
図
1
に
示
さ
れ
る
津
山
城
か
ら
半
里

の
円
内

に
入
る

村
々
で
あ
る
。
津
山
藩
は
、
こ
の
村
々
に
武
家
奉
公
を
限
定
す
る
政
策
を
取
り
、

図1津 山城下廻 りの足軽中間奉公

翌
八
月
十

二
日
に
は

「御
家
中

へ
奉
公
并
旦
雇
稼
等

二
罷
越
候
義
、
御
城
下
廻

り
出
入
奉
公
相
成
候
村
々
者
、
願
済
之
分
者
格
別
、
其
余
之
村
々
者
堅
差
留

候
」
と
の
法
令
を
出
し
、
武
家
奉
公
は
名
実
と
も
に
こ
の
十

一
ケ
村

に
限
ら
れ

る
こ
と
に
な

っ
た
。
足
軽

・
中
間

・
家
中
奉
公
は
、
主

に
こ
れ
ら

の
村

々
か
ら

供
給
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
城
下
廻
り
の
村
々
は
、
領
主

に
奉
公
し
た
対
価
と
し

て
扶
持
を
得
る
と
い
う
意
味
で
、
領
主
経
済
と
強
く
結
合
し
て
い
た
。
約
二
四

〇
〇
人
の
雇
用
と
八
四
〇
〇
石
近
い
給
米
が
毎
年
こ
の
狭
い
範
囲

の
村

々
と
町

方
を
潤
し
た
の
で
あ
る
。

藩
が
城
下
廻
り
に
武
家
奉
公
を
限
定
し
た
理
由
で
あ
る
が
、
津
山
藩
で
は
山

間
寒
冷
地

の
村
々
が
荒
廃
し
、
百
姓
が
村
を
捨
て
て
城
下
に
流
れ
込
む
問
題
が

慢
性
化
し
て
い
た
。
「近
来
在
方
村
々
之
者
共
、
耕
作
を
等
閑

二
い
た
し
、
却

而
困
窮
等
之
義
申
立
、
奉
公
稼

二
出
候
も
の
多
、
所
持
之
田
畑
を
荒
置
」
く
た

め
、
藩
の
年
貢
収
入
は
脅
か
さ
れ
、
天
保
飢
饉
以
後
、
こ
の
傾
向

は

一
層
激
化

　
お
　

し
た
。
城
下
廻
り
の
指
定
さ
れ
た
村

に
の
み
武
家
奉
公
を
許
す
津
山
藩

の
政
策

は
、
僻
地

の
百
姓
を
農
村

に
固
定
す
る
意
図
と
表
裏
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　む
　

津
山
藩
は
、
農
村
荒
廃

に
倹
約
令

の
徹
底
と
身
分
制
の
強
化

で
臨

み
、
百
姓
や

神
主

の

「帯
刀
」
に
実

に
詳
細
緻
密
な
法
令
を
用
意
し
て
領
民
を
統
御
す
る

一

手
段
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
百
姓
が
武
家
奉
公
人
と
な

っ
て
帯
刀
し
農
村

に
混

　
め
　

住
す
る
の
を
防
ぐ
法
令
を
も
出
し
て
い
る
。

し
か
し
、
津
山
藩
が
武
家
奉
公
を
城
下
廻
り
半
里
に
指
定
し
た
の
は
、
政
策

的
意
図
ば
か
り
で
は
な
く
、
実
際

に
、
こ
れ
ら
の
村
々
か
ら
足
軽
や
中
間

・
家
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中
の
武
家
奉
公
人
が
供
給
さ
れ
て
い
た
実
態

を
ふ
ま
え
た
も
の
で
も
あ

っ
た
。

津
山
藩
が
必
要
と
し
た
多
量
の
足
軽
中
問
奉
公

の
労
働
力
は
、
実
際
上
も
、
城

か
ら
半
里
以
内
の
村
と
城
下
町
か
ら
主
に
供
給
さ
れ
て
い
た
。
事
実
、
津
山
周

辺

の
村
方

の
宗
門
帳

を
分
析
す
る
と
、
城

下
十

一
ケ
村

に
含
ま
れ
る

「山
北

村
」
な
ど
は
、
武
家
奉
公
が
非
常
に
多
く
、

一
軒
あ
た
り

一
人
に
も
上
る
。
と

こ
ろ
が
、
城
下
十

一
ケ
村

の
域
外
に
出

た

「西

一
宮
村
」
(家
数
三
九
、
人
別

一

五
五
)
を
み
る
と
、
武
家
奉
公
が
非
常

に
少

な
い
。
明
治
三

(
一
八
七
〇
)
年

　め
　

に

一
人
が

「
銃
卒
並
御
奉
公
相
勤
」

て
い
る

の
み
で
あ
る
。
津
山
藩
で
は
、
城

下
に
近

い
十

一
ケ
村
か
ら
集
中
し
て
、
武
家
奉
公
人
が
輩
出
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

二

山
北
村
の
武
家
奉
公

津
山
藩
で
は
、
足
軽
や
中
間
、
家
中

の
武

家
奉
公
人
は
城
下
半
里
以
内

の

村
々
か
ら
主

に
召
し
抱
え
ら
れ
、
徒
歩

で
通
う
者
が
多

か
っ
た
が
、
こ
れ
ら

の

村

で
は
、
百
姓

の
う
ち
、
ど
の
程
度

の
割
合

の
者
が
、
ど
の
よ
う
に
武
家
奉
公

を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
次

に
、
十

一
ケ
村

の
一
つ
山
北
村
を
具
体
例
に
取

　
レ
　

上
げ

て
分
析
す
る
。

津
山
城
は

「鶴
山
」
と
い
う
小
高

い
丘
の
上
に
あ
る
。
明
治
初
年
ま
で
は
天

守

の
塔
楼
も
聳
え
、
こ
れ
を
囲
ん
で
城
下
町
が
東
西

に
翼
を
広
げ

て
い
た
。
そ

の
鶴
山
の
北
に
あ
る
村
が
山
北
村
で
あ
る
。
集
落

の
中
心
か
ら
十
丁
も
歩
け
ぽ

城
門

に
辿
り
着
く
ほ
ど
城
に
は
近
い
。
津
山

か
ら
鳥
取

へ
繋
が
る
伯
耆
往
来
に

表2山 北村の武家奉公

年 代 文政5 天保13 文久3 文久4 慶応4

奉公人を出す割合 21.3% 0 67.4% 50.9% 66.7%

家 数 89軒 軒 46軒 114軒 90軒

奉公出 さず

〃1人 出

〃2人 出

〃3人 出

〃4人 出

70軒

18

1

軒

29

8

3

4

15軒

15

8

6

2

56軒

27

15

6

30軒

45

5

8

2

奉公人数
奉公人数/家 数

21人

0.24

70人 57人

1.23

75人

0.66

87人

0.97

出典:山 北村文書 「西北條郡山北村御仕置五人組人別帳」、文久3年 は 「当作高反別御年貢

米家内人別書上帳」、慶応4年 は 「山北村在帳並住居之者取調帳」。

沿

っ
て
家
並
み
が
連
な

っ
て

い

た
。
天

保

九

(
一
八

三

八
V
年

二
月

の

「山
北
村
明

　あ
　

細
書
留
」

に
よ
れ
ば
、
村
高

八
八
八
石

一
斗
七
升

一
合
、

田
畠
反
別
は
五
二
町

一
反
五

畝

二
九
歩
で
、
定
米
三
八
二

石
六
斗
七
升
四
合
の
年
貢
を

納

め
た
。
家
数
九
二
軒

に
二

九
三
人

(男

=
二
六
人
、
女

一
五
七
人
)
と
牛

三

一
疋
が

い
た
と
い
う
。
津
山
城
下

の

郭
外

の
田
畠
を
耕
作
す
る
村

で
あ
り
、
畑
作
よ
り
も
や
や

稲
作
が
多
い
。

一
体
、
こ
の
山
北
村
か
ら
、
ど
の
程
度

の
数
の
武
家
奉
公
が
津
山
城
下
に
出

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
2
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
示
す
。
山
北
村

か
ら
出
た

武
家
奉
公
の
数

で
あ
る
。
天
保
十
三

(
一
八
四
二
)
年
七
月
に
、
津
山
藩

は
法

令
を
出
し
て
、
通
い
の
武
家
奉
公
を
城
下
廻
り
十

一
ケ
村
に
限
定
し
た
が
、
藩

で
は
こ
れ
を
う
け
て
、
早
速
、
翌
月
に
通
い
奉
公

の
実
態
調
査
を
庄
屋
に
命
じ

　む
　

た
。
山
北
村
で
も

「無
人
別
同
居
住
書
上
帳
」
な
る
帳
簿
が
作
成

さ
れ
、
足
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軽

・
中
間
や
若
党
奉
公

に
出
て
い
る
百
姓
の
名
前
と
数
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
調
査
よ
れ
ぽ
、
山
北
村
で
は
四
四
軒
か
ら
全
部
で
七
〇
人
の
武
家
奉

公
人
が
出

て
い
た
。
こ
れ
ら
に
書
き
上
げ
ら

れ
た
奉
公
は
全

て
男
子
で
あ
る
。

山
北
村

の
農
民
の
男
子
の
大
半
が

一
生
に

一
度
は
武
家
奉
公

に
出
る
状
況

に
あ

っ
た
。

一
軒

か
ら
二
人
以
上
が
武
家
奉
公
に
出
る
の
も
珍
し
く
は
な
い
。

一
つ

の
家
か
ら
四
人

の
奉
公
を
出
し
て
い
る
家
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
山
北
村
の
農
民
は
、
極
め
て
高

い
割
合

で
武
家
奉
公
に
出
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
問
題

に
な
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
百
姓
が
、
こ
れ
ら

の
武
家
奉
公
に
出

て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
無
高

の
貧
農
が
奉
公
人
供

給

の
主
体
な

の
か
、
或
は
、
村
内
階
層

の
高

い
本
百
姓
が
刀
を
帯
び
て
奉
公
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論

か
ら
言

っ
て
、
両
方
と
も
正
し
く
は
な
い
。
山

北
村

の
武
家
奉
公
は
、
大
百
姓
か
ら
無
高

の
名
子
ま
で
全
階
層
か
ら
出
て
い
る
。

し
か
し
、
村
内

の
家
格
や
持
高
に
よ
り
、
武
家
奉
公

の
傾
向
に
若
干
の
違

い
が

み
ら
れ
た
の
も
確

か
で
あ
る
。

表
3
は
山
北
村
百
姓

の
家
格

・
持
高

・
田
畑

・
家
内
人
員

・
武
家
奉
公

の
状

況
を
示
し
た

一
覧
表

で
あ
る
。
文
久
三

(
一
八
六
三
)
年

の
調
査

で
あ
り
、
家

数
も
天
保
期

の
九
二
軒
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
文
久
と
い
え
ば
、
諸
藩
が
海
防

と
京
都
警
衛

に
迫
ら
れ
て
、
多
く

の
藩
兵
雑
卒
を
畿
内
に
展
開
さ
せ
る
時
期

で

あ
る
。
津
山
藩
も
例
外

で
は
な

い
。
山
北
村

の
男
達
も
足
軽

・
中
間
奉
公

に
残

ら
ず
駆
り
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
田
畑
を
荒
ら
す
訳
に
は
ゆ
か

な

い
。
家
ご
と
に
田
畑
の
保
有
と
請
作

(小
作
)
の
実
態
調
査
が
な
さ
れ

て
お

り
、
こ
の
表
は
そ
の
結
果

で
あ
る
。

津
山
藩
領

の
百
姓

に
は
、
頭
百
姓

(長
百
姓
)
・
本
百
姓

・
名
子

の
三
区
分

が
存
在
し
た
。
百
姓
身
分
を
序
列
化
し
て
農
村

の
統
制
が
図
ら
れ
て
い
た
。
長

百
姓
は

「小
脇
差
」
を
許
さ
れ
、
「村
内
取
締

之
義
諸
事
心

を
付
」
け
る
決

　　
　

ま
り
で
あ
り
、
さ
ら
に
持
高
五
〇
石
以
上

の
百
姓

に
は
、
麻
裃

の
着
用
を
許
し

て
、
年
頭

に
は
役
所

に
出
頭
さ
せ
た
。
名
子
も
持
高

一
〇
石
以
上

は

「本
百

姓
」
と
す
る
規
定
で
あ
り
、
持
高
と
特
権

の
付
与
を
伴
う
格
式
の
二
本
立

て
で
、

津
山
藩

の
百
姓
は
序
列
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
百
姓
身
分
内

部

の
階
層
が
奉
公

の
出
か
た
に
も
影
響
し
て
い
た
。
武
家
奉
公
に
は
、
大
別
し

て
足
軽

・
中
間

・
家
中
奉
公

の
三
種
類
が
あ

っ
た
。
こ
の
う
ち
足
軽
と
家
中
屋

敷

へ
の
刀
指
奉
公
は
苗
字
帯
刀
が
許
さ
れ
た
が
、
中
間
奉
公
だ
け
は
中
間
頭
を

除

い
て
奉
公
に
出

て
も
苗
字
が
許
さ
れ
な
い
。
足
軽
と
家
中
刀
指
奉
公
は
、
本

人
の
み
が
苗
字
を
名
乗
り
宗
門
帳
に
苗
字
が
記
載
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
奉
公
を

終
え
れ
ば
無
苗
字

の
百
姓

に
戻

っ
た
。

例
え
ば
、
表

の

「奉
公
内
訳
」
に
注
目
し
よ
う
。
奉
公
に
は
大
別
し
て
三
種

類
が
あ
る
。
「～
組
御
奉
公
」
と
書

か
れ
る
足
軽
奉
公
。
「～
様
御
屋
敷
奉
公
」

と
書
か
れ
る
家
中
奉
公
。
「～
御
中
間
奉
公
」
と
書
か
れ
る
中
間
奉
公

の
三

つ

で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
足
軽
は
本
百
姓
出
身
者
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ

て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
名
子
が
足
軽

に
な
る
場
合
も
本
百
姓
と
同
等
か
そ
れ
以
上

の
高
を
持

つ
五
石
以
上
の
者
が
多

い
。
そ
の

一
方

で
、
中
間
奉
公
は
零
細
農

で

大
半
が
構
成
さ
れ
て
い
た
。
表
を
集
計

し
て
み
る
と
、
足
軽
奉
公
は
長
百
姓

・
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表3山 北村の百姓 と武家奉公(文 久3年)

No. 身分 持高 田反別 畑反別 年貢
請作

年貢

田畑

反別

請作

反別
世帯
総員

家内内訳 奉公内訳

1
長百姓一代苗字井

忰代迄上下御免庄屋
27.444 18.51 1.89 28.21 o.ooa 20.40 11 寺田弥兵衛35妻30母56祖 母72

娘8娘5娘3娘2下 男24下女15
弟貞吉・安藤要人様御屋敷刀差奉公

2 長百姓小脇差忰代
迄上下御免

41.356 23.31 3.32 42.737 o.ooo 26.63 10 善左衛門67妻67忰妻47孫23孫 妻47

孫娘18孫娘9曽孫2下男21下 女15

3 長百姓小脇差御免 2.802 1.72 0.52 3.135 2.640 2.24 2.01 11
てる14娘8娘6姉60姪31

役介25役介娘5役介1卆1

忰畑清介 ・浮組奉公

忰畑弥五郎 ・渡辺与十郎様御屋敷へ入込刀差奉公父

茂兵衛 ・小沢本支様御屋敷へ刀差御出入奉公

4 長百姓小脇差御免 5.708 4.21 0.14 5.353 6.600 4.35 5.02 6 世喜次41妻31娘16娘8娘5 忰服部芳蔵 ・佐藤郷右衛門様御屋敷刀差御出入奉公

5 長百姓小脇差御免 9.95 6.11 1.28 10.355 o.ooo 7.39 3 かね21娘3 夫五十八 ・浮組御奉公

6 本百姓 3.706 2.04 0.54 2.971 3.200 2.58 10.03 3 仙蔵61妻57忰28

7 本百姓 0.21 o.oo 0.21 0.185 3.300 0.21 2.51 4 伊八27母54姪5 妹聟幸吉 ・御作事御中間奉公

8 本百姓 o.17s o.oa o.iz 0.143 4.950 0.12 3.76 7 まつ24母51姉27妹45

兄梅次郎 ・割場御中間奉公

弟此吉 ・右同断

弟清吉 ・右同断

9 神主 7.338 4.62 0.77 8.115 o.ooo 5.39 3 近江後家67娘41娘35

10 神主 1.246 0.40 0.67 1.196 o.ooo 1.07 3 播磨35妻22娘21

11 本百姓 0.682 0.00 0.59 0.437 6.600 0.59 5.02 10 八百蔵67嫁47娘33孫10孫5嫁 忰7

忰伊之吉 ・御作事御中間奉公
忰弥三蔵 ・右同断

孫亀吉 ・割場御中間奉公

孫幸吉 ・右同断

12 本百姓 0.476 0.35 o.oo 0.4531 3.200 0.35 10.03 7 利右衛門59妻51娘26忰21娘19娘13娘7

13 本百姓 5.216 2.66 o.oo 5.325 o.ooo 2.66 7 しつ34母54娘17妹9妹3 夫鈴吉 ・割場御中間奉公

忰周吉 ・右同断

14 長百姓小脇差御免 0.772 o.oo 0.56 0.55 3.300 0.56 2.51 7 直蔵38妻25娘14娘11娘9娘5忰2

15 本百姓 1.068 o.oo 1.03 0.978 8.250 1.03 6.27 8 しげ19妹32妹9孫 娘7孫娘5
伯父坂本権次郎 ・御組奉公

夫早瀬伝蔵 ・浮組奉公
弟坂本銀蔵 ・永見丹波様御屋敷へ御出入刀差奉公

16 本百姓 7.802 5.08 0.35 7 o.ooo 5.43 6 清吉19妻18母37祖 母63妹11娘2

17 本百姓 3.026 1.98 0.00 3.217 o.ooo 1.98 9 音吉13母52姉21姉31姪2役 介女20

甥八百吉 ・小沢本支様御屋敷へ刀差奉公

兄福田義七郎 ・浮組奉公

福田定介 ・御組奉公

18 本百姓 15.924 8.86 1.55 14.7s o.ooo 10.41 7 文平4姉34姉26甥4

父平尾文介 ・御組小頭相勤

兄平尾弥七郎 ・御組奉公

兄垣助 ・右同断

19 長百姓小脇差御免 6.252 4.71 0.21 6.109 0.000 4.92 8 繁蔵12母39妹26妹23妹20

父玉置茂七 ・御家老様御組奉公

伯父玉置八百蔵 ・右同断

伯父初蔵 ・小沢本支様御屋敷御出入奉公

20 本百姓 3.716 2.78 1.03 3.601 o.ooo 3.81 5 ふさ48娘22娘13 忰服部極次郎 ・御組奉公

忰服部品吉 ・伊達隼入様御出入相勤



21 本百姓 3.608 1.45 1.Zs 3.456 11.550 2.73 8.78 6 浪治8母25祖 母75伯母9妹1 聟(父)松 治 ・浮組奉公

22 本百姓 0.154 o.oo 0.22 0.181 o.ooo 0.22 8 ま き?妹10妹8妹5母34祖 母59
夫弁蔵 ・割場御中間奉公

忰牧蔵 ・右同断

23 本百姓 0.756 0.55 o.oa 0.66 9.900 0.55 7.52 4 かめ41娘11娘9 夫山本秀蔵 ・御作事杖突相勤

24 名子百姓 7.722 5.44 o.ss 5.53 o.ooo 6.10 5 斎一郎9姉27弟18
父平尾喜七 ・御組奉公

兄平尾保次郎 ・右同断

25 本百姓 1.314 o.sa o.oo 1.406 0.000 0.82 3 きな51娘18 忰保次郎 ・割場御中間奉公

26 本百姓 0.35 o.oa 0.00 0.287 3.300 0.00 2.51 6 いの36娘6娘4娘2 父弥左衛門 ・割場御中間奉公

忰松吉 ・割場前同段

27 名子百姓 a o.oo o.oo 0 13.200 o.oo 10.03 5 芳助45妻38母72甥6姪2

28 本百姓 4.048 2.53 o.oo 0.883 1.650 2.53 1.25 2 くら32 夫専治郎 ・割場御中間奉公

29 名子百姓 3.086 2.16 o.oo 2.829 6.600 2.16 5.02 9 庄七14母37祖 母67弟10弟8弟4娘2
伯父源治 ・御作事御中間奉公
父妹尾安五郎 ・黒田春吉様御屋敷へ刀差御出入奉公

30 本百姓 2.77 0.68 0.15 2.856 o.ooo 0.83 1 こま54

31 名子百姓 0.396 0.00 0.33 0.33 2.145 0.33 1.63 4 すき24娘3姉44 夫房吉 ・割場御中間奉公

32 本百姓 0.312 o.oo o.oo 0.303 5.940 o.oo 4.51 3 利吉34妻30娘2

33 名百姓 0.336 o.oo 0.28 0.29 o.ooo 0.28 2 きた70 孫鶴一 ・割場御中間奉公

34 名子百姓 7.788 4.70 0.64 3.853 o.ooo 5.34 1 竹蔵34

35 名子百姓 5.312 4.45 0.15 5.489 o.ooo 4.60 5 とき35忰9忰5娘2 忰喜市 ・御作事御中間奉公

36 名子百姓 0.21 o.oo 0.21 0.261 6.600 0.21 5.02 2 せ き36 夫久米次郎 ・御作事御中間奉公

37 名子百姓 0.024 o.oo 0.00 0 11.550 o.oo 8.78 4 つ る59孫5
夫熊介 ・割場御中間奉公
忰濱介 ・右同断

38 名子百姓 3.704 2.28 0.58 3.635 8.250 2.86 6.27 7 はる46娘25娘14

夫水嶋勇蔵 ・御作事道懸奉公

忰水嶋八重蔵 ・御組奉公

忰貞蔵 ・御作事御中間奉公

忰水嶋平蔵 ・濱田幸橘様御屋敷へ入込刀差奉公

39 名子百姓 2.04 1.70 o.oo 1.864 o.ooa 1.70 6 もと68娘32孫10孫娘?孫1 忰貞蔵 ・割場御中間奉公

40 名子百姓 1.98 0.50 0.24 0.941 6.600 0.74 5.02 4 喜作35妻35忰7忰3

41 本百姓 1.514 0.95 0.29 1.396 o.ooo 1.24 7 源六17姉32姉30姉25母56
兄龍吉 ・御作事御中間奉公

兄金蔵 ・右同断

42 名子百姓 2.412 2.05 o.oo 2.008 16.500 2.05 12.54 10 勘兵衛21母37妹15妹13妹9弟6弟3

祖父庄吉 ・割場御中間奉公
父源兵衛 ・右同断

兄秀次郎 ・右同断

43 本百姓 11.244 9.27 o.lo 10.523 o.ooo 9.37 4 豊蔵46妻43忰9忰5

44 名子百姓 5.57 3.90 o.oo 5.507 o.ooo 3.90 5 徳蔵10母35妹6弟2 父服部甚蔵 ・御組奉公

計 211.52 130.76 19.90 199.317 165。825 150.66 126.01 248 248 59

平均 4.81 2.97 0.45 4.530 3.769 3.42 2.86 5.64 5.64 1.34

単位 石 反 反 石 石 反 反推計 人 人 人

出典:山 北村文書 厂当作高反別御年貢米家内人別書上帳」。



本
百
姓

・
名
子
の
比
率
が
三

・
九

・
五
で
あ

る
。
本
百
姓
出
身
が
多

い
。
し
か

し
、
中
間
奉
公
は
長
百
姓

・
本
百
姓

・
名
子

11
四

・
=
二
・
一
二
で
あ
り
、
名

子
出
身
の
割
合
が
高
く
な
る
。
ま
た
、
持
高

で
み
る
と
、
足
軽
奉
公
は
、
五
石

以
上

・
三
石
以
上
五
石
未
満

二
二
石
未
満
の
比
率
が
八

・
四

・
四
と
な
り
、
中

農
出
身
が
多

い
。

一
方
、
中
間
奉
公
は
四

・
二

・
一
コ
ニ
と
い
う
比
率

で
あ
り
、

三
石
未
満

の
零
細
農
が
大
半
を
占
め
る
。
興
味
深

い
の
は
上
層
農

の
動
向
で
あ

る
。
長
百
姓

の
う
ち
零
細
な
者

は
中
間
奉
公
も
し
た
が
、
富
裕
な
者
は
奉
公
を

し
な
い
か
、
或
は
苗
字
帯
刀
の
特
権
を
得
る
目
的
で

「出
入
刀
指
奉
公
」
を
し

て
い
る
。
時
折
、
武
家
屋
敷

に
出
入
り
し
て
奉
公
す
る
の
み
で
あ
り
、
常
時
は

村

に
居
て
苗
字
帯
刀
の
特
権

の
み
を
享
受
し

て
い
た
。
こ
れ
ら
か
ら
判
明
す
る

の
は
、
第

一
に
、
中
間
奉
公
が
無
高
に
近

い
零
細
農
民

の
雇
用

の
受
け
皿
に
な

っ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
足
軽
は
本
百
姓
な
ど
の
中
農
で
構
成
さ
れ

る
傾
向

に
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

表
3
の

「奉
公
内
訳
」
欄
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
は
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

家

(世
帯
)
の
な
か
で
、
誰
が
足
軽

・
中
間

に
出
る
傾
向
に
あ

っ
た
の
か
も
わ

か
る
。
武
家
奉
公
に
出
た
の
は
、
戸
主
や
跡

取
り
な

の
だ
ろ
う
か
、
或

は
、
二

男
三
男
な
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言

っ
て
、
本
来
、
戸
主
に
な
る
べ
き
も
の

が
奉
公
に
出
る
場
合
が
多

い
。

こ
の
年
、
山

北
村
で
は
、
四
四
家
中
三

一
家
が

奉
公
を
出
し
て
い
る
が
、
実
に
、
こ
の
三

一
家
中
二
七
家
は
戸
主
を
奉
公
に
出

し
て
い
る
。
当
主
を
温
存
し
て
、
長
子

・
弟

・
妹
聟
な
ど
を
出
し
て
い
る
家
は

四
家

(そ
れ
ぞ
れ
二
家

"
一
家

"
一
家
)
に
す
ぎ
な

い
。
戸
主
を
奉
公
に
出
せ
ば
、

そ
の
妻
や
母

・
倅
な
ど
を
跡
名
請
人

(新
戸
主
)
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

戸
主
が
奉
公
に
出
た
場
合
、
新
し
い
戸
主

(跡
名
請
人
)
に
は
誰
が
な

っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
新
戸
主
に
は
、
妻
が

一
〇
、
倅
が
七
、
母
が
四
、
弟
が

二
、
妹
が

一
、
娘
が
二
、
祖
母
が

一
の
割
合
で
な

っ
て
い
た
。
妻
が
な
る
場
合
が

一
〇
例

と
多
く
、
女
性

一
八
に
対
し
、
男
性
は
九
で
あ
る
。
し
か
し
、
妻
や
女
性
が
新

戸
主

に
な
る
の
は
、
も
は
や
男
子
が

一
人
も
家
内
に
残
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

限
ら
れ
て
い
る
。
男
子
が

い
る
と
き
は
幼
少
で
も
母

に
優
先
し
て
戸
主
と
し
て

い
る
。
文
久
期

の
山
北
村
で
は
、
成
年
男
子
の
過
半
が
武
家
奉
公
に
加
わ

っ
て

い
た
。
全
四
四
戸

の
う
ち
、
戸
主
も
跡
取
り

(継
承
順
位
二
位
)
も
奉
公
し
て

い
る
家
が

一
四
家
を
数
え
る
。
戸
主
が
奉
公
し
て
跡
取
り
が
い
な
い
家

は
七
家
、

戸
主
が
残
り
跡
取
り
が
奉
公
す
る
家
が
四
家
、
戸
主
が
奉
公
し
て
奉
公
に
出
ら

れ
な
い
幼
少

の
跡
取
り
が
残
る
例
が
六
家
で
あ

っ
た
。
武
家
奉
公
が
如
何
に
戸

主
に
依
存
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
当
主
や
跡
取
り
を
武
家
奉
公
に
出
し
て
、
田
畑
の
耕
作

に
問
題

は
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
影
響
は
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
表
3
を
み

る
と
、
耕
作
反
別
が

一
町
を
超
え
る
よ
う
な
家

は
、
ま

っ
た
く
武
家
奉
公
を
出

さ
な
い
か
、
出
し
て
も
少
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
家
族
人
数
が
相
対
的

に
多

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
反
し
か
田
畑
を
持
た
な
い
家

は
、
盛
ん
に
家
族

を
武
家
奉
公
に
出
し
て
給
米
を
稼

い
で
お
り
、
そ
れ
ぼ
か
り
か
、
他
家
か
ら
田

畑
を
借
り
て
請
作

(小
作
)
ま
で
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
武
家
奉
公
を
出

す
家

の
約
半
数
は
同
時
に
小
作
も
し
て
い
る
。
山
北
村

の
百
姓
は
、
①
自
作
、
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②
小
作
、
③
武
家
奉
公
、
と
い
う
三

つ
の
生
活
手
段
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
三

つ
を
混
合
し
て
暮
し
を
た
て
て
い
る
。
世

帯
が
保
有
す

る
家
族
労
働
力

を
自

作

・
小
作

・
武
家
奉
公

の
三

つ
に
振
り
分
け

て
収
入
に
か
え

て
生
活
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
最
も
多

い
暮
し

の
パ
タ
ー

ン
は
自
作
+
武
家
奉
公
+
請
作

(
一

五
家
)
お
よ
び
自
作
+
武

家
奉
公

(
一
五
家
)
で
あ

る
。
以
下
、
自
作

の
み

(七
家
)、
自

作
+
請

作

(四
家
)、
請

作

の

み

(二
家
)、
請
作
+
武
家

奉

公

(
一
家
)
と
続
く
。
武
家
奉
公
だ
け
で
生
計
を
立
て
て
い
る
家
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
武
家
奉
公

の
開
始
年
齢
と
、
家
族

・
経
営
状
態
を
調
べ
た
の
が
、

表
4
で
あ
る
。
津
山
藩
で
は
、
武
家
奉
公

に
出
る
際

に

「奉
公
証
文
」
を
庄
屋

に
入
れ
、
年
貢
負
担
と
村
法

の
遵
守
を
誓
う
決
ま
り
で
あ
る
。

こ
の
奉
公
証
文

と
宗
門
帳
を
照
合
す
る
と
、
奉
公

の
開
始
年
齢
や
百
姓
の
田
畑
や
牛
の
保
有
状

況
が
わ
か
る
。
た
だ
、
足
軽
奉
公
に
は

「奉
公
証
文
」
が
必
要
な
か
っ
た
の
か

残

さ
れ

て
い
な

い
。
文
久
四

(
一
八
六
四
)
年

の
宗
門
帳
と
同
年
以
降

の
中

間

・
家
中
奉
公
人
の
奉
公
証
文
を
照
合
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
武
家
奉
公

に

出
た
百
姓

の
殆
ど
が
農
業
を
営
ん
で
い
た

の
は
疑

い
な
い
。
武
家
奉
公
に
出
た

百
姓

の
半
数
近
く
が
屋
敷
で
牛
を
飼

っ
て
い
る
こ
と
や
、
奉
公

に
出

た
者

の
う

ち
、
無
高

の
者
は
持
高

の
判
明
す
る
二
一二
人
中
七
人

に
過
ぎ
な

い
。
山
北
村
で

は
、
農
業
を
営
み
な
が
ら
武
家

に
奉
公
し

て
い
た
の
で
あ
り
、
田
畑
の

「跡
名

請
人
」
は
妻
子
や
母
が
務
め
た
。
さ
ら

に
詳

し
く
奉
公
人
を
輩
出
し
た
世
帯

の

特
徴
を
観
察
す
る
と
、
抱
田
畠

に
比
し
て
家

族
が
多
過
ぎ
る
世
帯
が
奉
公
を
出

し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
文
久
三

(
一
八
六
三
)
年

の

「当
作
高
反
別
御
年

　れ
　

貢
米
家
内
人
別
書
上
帳
」
に
よ
れ
ぽ
武
家
奉
公
世
帯

の
平
均
家
族
数

(下
人
を

含
ま
ず
)
は
六

・
一
六
人
に
も
な
り
、
奉
公
を
出
さ
な
い
世
帯
の
平
均
四

二
二

一
人
を
大
き
く
上
回

っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
家
族
人
数
が
多
く
、
過
剰
労
働
力

を
抱
え
た
城
下
近
郊

の
農
民
世
帯
こ
そ
が
、
武
家
奉
公
の
主
た
る
供
給
源
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
山
北
村

の
よ
う
な
城
下
近
村
が
足
軽

・
中
間
を
こ
れ
ほ
ど
多
量
に
供

給

で
き
た
仕
組
み
は
、
人
口
移
動

の
構
造
か
ら
も
検
討
さ
れ
ね
ぽ
な
る
ま
い
。

山
北
村
に
は
、
文
政
五
年

か
ら
慶
応
三
年
ま
で
人
別
の
増
減
を
記
録
し
た
帳
簿

　お
　

が
残
る
。
途
中
、
天
保
五
年

か
ら
嘉
永

二
年
分
ま
で
を
欠
く
が
、

こ
れ
に
よ

っ

て
、
山
北
村

の
人
口
移
動
や
増
減

の
構
造
の
概
要
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
表

5
で
あ
る
。
山
北
村
で
は
出
生
と
死
亡
が
ほ
ぼ
均
衡
し
て
い
た
。
奉
公
に
は
出

る
が
、
通

い
奉
公
が
多

い
た
め
、
村
内

で
生
ず
る
結
婚
や
出
生
は
、
そ
れ
ほ
ど

少
な
く
な
ら
ず
、
人
口
の
自
然
増
減
は
ほ
ぼ
均
衡
し
て
い
た
。
し
か
し
、
男
子

が
足
軽

・
中
間

・
家
中
奉
公
で
人
別
を
離
れ
る
勢

い
は
強
く
、
こ
れ
を
他
村
か

ら
の
引
越
や
婚
入
が
補

い
き
れ
て
い
な
い
。
山
北
村

で
は
通

い
奉
公
が
多

い
と

は
言
え
、
城
下
の
武
家
長
屋
や
中
間

一
代
切
長
屋
に
引
越
す
者
も
あ
り
、
こ
れ

ら
若
年
男
子
の
労
働
力
が
城
下
に
吸
引
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
社
会
減
を
埋
め
る

べ
く
、
他
村
か
ら
順
送
り
に
嫁

・
養
子
や
引
越
入
り
が
あ
る
が
、
総
合
す
れ
ば

山
北
村
の
人
口
は
微
減
で
あ

っ
た
。
大
名
家
中
の
基
底
を
な
す
足
軽

・
中
間
は
、

城
下
町
の
内
部

で
生
産
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
、
城
下
近
郊
農
村

の

人

口
の

「吸

い
込
み
」
で
供
給
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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表4武 家奉公 と農業経営

年 ・月 No, 名前 年齢 奉公 家格 持高 出作高 牛 家内 外二武家奉公

元 治元 ・6 1 二男貞吉24才 刀差出入 百姓27.4249.460牛11人

・7 68 貞蔵18才 作事 中間 名子3.774牛6人+2人=父 兄足軽

・8 15 要蔵22才 割場 中間 百姓 無 高0.23410人+1人=弟 中間

。9 71 安治郎20才 割場中間 百姓 無 高3人

・9 47 忰幸吉15才 割場 中間 百姓0.628牛7人+3人=兄 兄甥中間

・10 54 又十郎22才 刀差出入 百姓10.5301.063牛1人+2人=兄 足軽役介中間

慶応元 ・9 31 忰助蔵19才 作事 中間 名子 無 高5人+2人=兄 兄 中間

・11 42 安 五郎43才 刀差 出 入 名 子3.0860.270牛7人+1人=弟 中間

2・3 56 銀 蔵14才 刀差 入 込 百姓0.8240.1397人+2人=忰 孫 足 軽

2・3 40 松吉16才 割場 中間 百姓0.3503人+1人=父 中間

・10 14 忰弥五郎15才 刀差引越 百姓 無 高0.54610人+1人=父 足軽

・11 69 平蔵20才 刀差引越 百姓1.312牛6人

。12 喜市 作事中間

慶 応4・8 35 義右衛 門40才 割場 中間 名子1.3561.386牛2人

・8 45 栄吉19才 割場 中間 流民 無 高3人+1人=父 中間

・9 42 弟 兵 治15才 割 場 中間 名 子3.0860.270牛7人+1人=叔 父 中間

・9 18 喜代蔵30才 割場 中間 百姓0.1103人+1人=弟 中間

明 治元 ・12 24 忰民蔵15才 割場中間 名子 無 高7人

。12 42 庄 七17才 銃 卒 並 名 子3.0860.270牛7人+1人=叔 父 中間

2・2 59 弟音四郎14才 刀差入込 名子0.4060.117

2・2 47 彦一郎15才 刀差入込 百姓0.628牛7人+3人=忰 忰孫中間

2・2 59 左 市14才 刀差 入 込 名 子0.4060.1679人+2人=父 伯 父 中 間

2・2 42 辰 次郎14才 刀差 入 込 名子3.0860.270牛7人+1人=弟 中 間

3・2 15 弟藤右衛門 …銃卒 百姓 無 高0.2345人

出典:山 北村文書 「武家奉公証文」「西北條郡山北村御仕置五人組人別帳」文久四年。



津山藩領山北村の足軽 ・中間奉公

表5山 北村の武家奉公と人口増減

増加理由 男子 女子 合計 減少理由 男子 女子 合計 差引

出 生 85 95 180 病 死 77 101 178 十2

足軽奉公戻 り

中間 〃

家中 〃

2

7

16 11

2

7

27

足軽奉公

中間 〃

家中 〃

50

39 6

50

45

十2

-43

-18

嫁 ・養子

役介 ・養女

14

6

40

22

54

28

嫁 ・養子

役介 ・養女

4

7

26

7

30

14

十24

十14

引越入 り 28 31 59
引越他出

欠落 ・家出

9

10

27

6

36

16

十23

-16

合 計 158 199 357 合 計 196 173 369 一12

出典:山 北村文書 「懐胎届人別出入生死」。

三

奉

公

の
手
続

き

と
内
容

足
軽

・
中
間

・
家
中
奉
公

に

出
る
実
際
の
様
子
を
山
北
村

の

文
書
か
ら
今
少
し
詳
し
く
み
て

み
た
い
。
ま
ず
、
武
家
奉
公

の

手
続
き
で
あ
る
が
、
武
家
奉
公

に
出
る
者
は
、
本
人
の
み
が
村

方

の
宗
門
帳
か
ら
除
籍
さ
れ
る

定
め
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

実
際

に
は
、
家
族
と
同
居
し
て

通
う
の
が
常
で
、
女
房
以
下

の

家
族
は
、
其

の
儘
、
百
姓
身
分

と
し
て
村
方
宗
門
帳

に
記
載
さ

れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
百
姓
が
武

家
奉
公
を
希
望
し
、
村
方
人
別

を
離
れ
る
ま
で
に
は
、
次
の
手

続
き
を
踏
む
必
要
が
あ

っ
た
。
津
山
藩

で
は
、
文
政
七

(
一
八
二
四
)
年

か
ら

法
令
を
整
備
し
て
、
武
家
奉
公
の
手
続
き
を
厳
密
に
し
て
統
制
を
図

っ
た
。
そ

れ
に
よ
れ
ぽ
、
ま
ず
、
武
家
奉
公
を
希
望
す
る
百
姓
は
、
足
軽

・
中
間

の
小
頭

や
武
家
屋
敷
の
主
人
に
、
す
ぐ
に
奉
公
を
申

し
込
ん
で
は
な
ら
な

い
。
最
初
に

村
内
の
親
類

で
作
る
組
合
と
村
に
相
談
す
る
。
村
と
親
類
が
支
障
な
し
と
判
断

す
れ
ぼ
、
村
役
人
が
武
家
方

に

「内
意
伺
」
を
出
し
、
こ
の
時
点

か
ら
、
百
姓

は
小
頭
や
主
人
に
正
式
な
奉
公
の
申
し
込
み
を
行
う
。
近
世
後
期
に
は
、
年
貢

負
担

の
責
任
を
共
に
負
う
村
と
親
類
組
合

の
同
意
な
く
し
て
、
百
姓
が
武
家

に

　お
　

奉
公
で
き
な
い
法
的
枠
組
み
が
存
在
し
て
い
た
。

ま
た
、
足
軽

・
中
間
奉
公
を
す
る
に
は

「小
頭
、
或
者
、
主
人
江
申
込
候
」

と
、
足
軽
組
や
中
間

の
小
頭

(部
屋
頭
)
が
窓
口
を
務
め
て
い
た
点
も
重
要
で

あ
る
。
小
頭
自
身
も
元

の
出
身
は
百
姓

で
あ
り
、
事
実
、
山
北
村
か
ら
も
数
人

の
小
頭
を
輩
出
し
て
い
る
。
足
軽
組
や
中
間
部
屋
は
百
姓
出
身
者

で
構
成
さ
れ

た
か
ら
、
山
北
村
の
百
姓
は
縁
故
を
多
く
有
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
人
的
な

繋
が
り
を
通
じ
て
、
召
抱

と
番
代

(交
代
)
が
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
主
人
や

小
頭

か
ら
武
家
奉
公
が
許
さ
れ
る
と
、
百
姓
は
村
役
人
宛
に
武
家
奉
公
証
文

の

提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
文
面
は
、
文
化
十
三
年

の
藩
法
の
定
め

　ぬ
　

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
跡
名
請
人
の
指
定
と
村
法

の
遵
守
が
そ

の
内
容

で
あ

っ
た
。

私
儀
、
今
般
割
場
中
間
御
奉
公
相
勤
度
段
御
伺
申
上
候
処
、
御
承
知
被
下

辱
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
上
者
、
誰
名
請
差
出
、
村
法
堅
為
相
守
、
私
儀
者

不
依
何
事
諸
事
不
携
申
、
た
と
ひ
心
底

二
不
相
叶
義
有
之
候
共
、
村
方

へ

一
言
之
申
立
仕
問
敷
候
、
依

一
札
如
件

年
号
月
日

名
印

村
役
宛
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　お
　

こ
の
証
文

の
提
出
義
務
は
文
政
七
年
に

一
時
停
止
さ
れ
た
が
、
す
ぐ
に
復
活

し
、
年
貢
納
入
責
任
者
の
明
確
化
と
武
家
奉

公
を
笠
に
し
て
村
法
秩
序
か
ら
逸

脱
せ
ぬ
よ
う
に
さ
れ
て
い
た
。
奉
公
に
出
た
者

は
、
身
分
的
に
は
村
人
別
を
離

れ
る
も
の
の
、
家
族
の
村
法

の
遵
守
義
務

に
変
更
は
な
く
、
実
質
的

に
村
と

の

関
係

に
大
き
な
変
更
は
な
か

っ
た
。
役
負
担

な
ど
は
跡
名
請
人
と
な
る
女
房
や

忰

の
名
義
で
家
と
し
て
他

の
村
民
と
同
様

に
勤
め
た
。

さ
て
、
こ
う
し
て
武
家
奉
公
を
始
め
た
者

は
、
ど

の
よ
う
な
職
務

に
従
事
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
津
山
藩

の
武
家
奉
公

に
は
足
軽

・
中
間

・
家
中
屋
敷
奉
公

の
三

つ
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
足
軽
は
藩
直
属

の
足
軽
組

(旗
組

・
鉄
砲
組

・
長

柄
組

・
使
組

・
家
老
組
な
ど
)
に
編
入
さ
れ
、
本
人
だ
け
は
苗
字

を
名
乗
る
こ

と
が

で
き
た
。
足
軽

は
戦
兵
と
し
て
の
性
格

が
濃
厚
で
平
時
は
門
番
な
ど
を
務

め
た
が
、
も
う

一
つ
の
直
属
奉
公
人
で
あ

る
中
間
は
主

に
雑
用
に
従
事
す
る
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。
津
山
藩

で
は
、
割
場
中
間

・
作

事
場
中
間

・
厩
中
間

・
紙
漉
中
間
の
四
つ
が

あ
り
、
割
場
中
問
は
雑
用
人
夫
と

し
て
各
所
に
割
り
当
て
ら
れ
、
作
事
場
中
間

は
作
事

・
普
請
に
従
事
し
た
。
足

軽
と
中
間

の
違

い
は
、
藩
主
が
外
出
す
る
際

の
役
割
か
ら
も
わ
か
る
。
足
軽
は

「御
先
払
は
足
軽
に
て
町
分

は

ハ
イ

レ
ー
く

」
と
呼
び
、
野
外
に
て
は
下

タ

ニ
オ
レ
ー
く

と
制
す
」
役
目
だ
が
、
中
間

は

「弁
当
を
用
意
す
是
は
割
場
中

　め
　

問
取
纏
め
て
持
込
む
」
と
雑
用
を

つ
と
め
た
。
割
場
中
間
は
中
奥
目
付

・
御
徒

士
目
付
に
付
属
し
て
、
鳶
口
を
肩
に
市
中

の

「火

の
廻
り
」
を
し
た
り
、
江
戸

参
勤

の
行
列
に
も
供
奉
し
た
。
本
陣
の
門
番
を
務
め

「御
立
ナ
サ
イ

マ
ー
ス
」

と
出
立
を
供
揃

い
の
武
士
た
ち
に
声
高
に
触
れ
て
廻
る
の
も
割
場
中
間

の
役
目

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
中
間
は
雑
用
に
従
う
人
夫
で
あ

っ
た
か
ら
、
中
間
部
屋

頭
を
除

い
て
、
苗
字
が
名
乗
れ
な
か
っ
た
。
足
軽
は
持
高

の
あ
る
中
層
農
民

の

出
身
が
多
か
っ
た
が
、
中
間

の
多
く
は
零
細
農

の
出
身
者

で
編
成
さ
れ
て
家
中

奉
公
人
の
底
辺
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

足
軽

・
中
間

の
ほ
か
に
津
山
藩
士

の
屋
敷

に
は
若
党
や
草
履
取
な
ど
の
家
中

奉
公
人
が
居

た
。
こ
れ

に
は
武
家
屋
敷

に
住

み
込
ん
で
奉
公
す
る

「入
込
奉

公
」
と
、
用

の
あ

る
折
り
に
出
勤
す
る

「出
入
奉
公
」
が
あ

っ
た
。
ま
た
苗
字

帯
刀
す
る
も

の
を
特

に

「
刀
差
奉
公
」
と
よ
ん
で
い
た
。
津
山
藩

で
も
、
武
士

は

「
士
分
以
上
年
始
に
は
、
御
省
略
中
た
り
土
ハ、
御
年
寄
以
上
は
持
槍
を
立
て
、

平
士
は

一
僕
を
召
連
れ
」
る
も
の
で
あ

っ
た
。
屋
敷

に
は
常
に
下
男
を
置
く
か
、

或
は
臨
時

の
従
者
を
雇
わ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
「其
従
僕

は
其
旦
雇
の
者
と

雖
も
、
各
自
印
付

の
看
板
着

に
て
、
太
ト
帯
を
〆
さ
せ
た
り
」
と
い
う
よ
う
に
、

下
男
に
仕
着
せ
の
衣
服
を
用
意

し
て
威
儀
を
正
し
、
「御
年
寄
家
以
上
は
目
上

の
葬
式
に
上
げ
輿
、
両
若
党

・
槍

・
挟
箱

に
て
行
列

の
家
も
あ
り
、
頭
分
は
片

若
党

・
槍

・
挟
箱

・
草
履
取
、
平
士
は
槍

・
草
履
取
位

の
行
列

に
て
有
り
き
」

と
い
う
よ
う

に
、
年
始
や
葬
儀

に
は
、
格
式

に
応
じ
た
従
者
を
揃
え
た
。
こ
の

よ
う
に
儀
式

の
場
合
だ
け
で
な
く
、
士
分
以
上
は
夜
間
に
親
戚
を
訪
問
す
る
場

合

で
も
、
提
灯
を
持
た
せ
た
若
党

・
中
間
を
召
し
連
れ
る
習
慣

に
な

っ
て
お
り
、

特

に
重
臣

の

「御
年
寄
家
」
で
は

「家
内

に
て
も
平
生
片
若
党

・
下
男

・
下
女
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を
連
れ
て
外
出
す
」

る
も

の
で
あ

っ
た
。
「
親
戚
又
は
里
方

へ
至
る
場
合
門
前

よ
り
若
党
走
り
込
み
、
何
々
様
御
出
で
ゴ
御

坐
い
ま
す
、
と
触
込
む
、

こ
れ
に

応
じ
て

一
統
玄
関
迄
出
迎

の
風
」

で
あ

っ
た
か
ら
、
日
頃
か
ら
武
家
屋
敷
で
は
、

多
く
の
下
男

・
下
女
を
必
要
と
し
て
い
た
。

山
北
村
な
ど
の
百
姓
は
こ
の
需
要

を
満
た
す

「出
入
刀
差
奉
公
」

に
多
く
出

て
お
り
、
武
家
屋
敷
に
出
入
り
す
る

こ
と
で
苗
字
帯
刀
の
者
と
な

っ
て
い
た
。

四

奉
公
後

の
経
過

と
こ
ろ
で
、
山
北
村

の
百
姓
が
奉
公
を
始

め
る
の
は
何
歳
頃
か
ら
で
あ
ろ
う

か
。
家
中
奉
公
と
中
間
奉
公

に
つ
い
て
は
、
先
の
表
4
か
ら
、
奉
公
の
開
始
年

齢
を
知
り
得
る
。
山
北
村

か
ら
元
治
元

(
一
八
六
四
)
年
以
降
に
武
家
奉
公
に

出
た
者

は
二
四
人
で
、
う
ち
二
二
人
は
奉
公
開
始
年
齢
が
判
明
す
る
。
大
半

の

一
四
人
が

一
四
歳

か
ら

一
九
歳

で
奉
公
し
、

二
〇
歳
代
前
半
で
の
奉
公
が
五
人

で
あ

る
。
二
五
歳
以
上
で
奉
公
に
出
た
者
は
三
人
し
か
居
な
い
。
山
北
村
で
は
、

男
子
が

一
四
、
五
歳
に
な
る
と
、
武
家
奉
公

の
口
を
捜
す
の
が
常

で
あ

っ
た
。

そ
し
て
、
奉
公
を
続
け

つ
つ
結
婚
す
る
場
合
が
多
か

っ
た
。
山
北
村

の
宗
門
帳

か
ら
は
、
武
家

に
奉
公
す
る
村
民
が
奉
公
中

に
妻
帯
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
武

家
屋
敷

へ
の
住
込
み
奉
公

で
さ
え
も
、
武
家

屋
敷

の
内
部
の
長
屋

で
、
妻
子
を

養

い
な
が
ら
奉
公
し
、
妻
子
を
連
れ

て
村

に
戻

る
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。
足

軽

。
中
間
自
身
は
宗
門
帳

に
年
齢
が
記
載
さ
れ
な

い
が
、
妻

の
結
婚
年
齢
は

一

　　
　

部
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
文
政
五

(
一
八
二
二
)
年
宗
門
帳
に
よ
れ
ば
、
割

場
中
間
多
吉
妻
は
二
六
歳
で
嫁
入
り
し
て
五
年
目
、
作
事
小
頭
平
尾
喜
七
の
妻

は
二
〇
歳

で
嫁
入
り
し
て
二
五
年
目
で
あ
る
。
そ

の
他

の
妻

の
結
婚
年
齢
は
二

〇
歳

・
三
〇
歳

・
二

一
歳

・
一
九
歳
と
続
く
。
美
作
国
勝
南
郡
行
信
村

(
一
七

八
六
-

一
八
七

一
年
)
の
初
婚
年
齢

は
男
子
二
五

・
七
歳
、
女
子
二
〇

・
一
歳

　　
　

で
あ

る
。
標
本
数
が
少
な
く
、
他
村
と
の
比
較
は
で
き
な
い
が
、
山
北
村
の
武

家
奉
公
人
の
妻
は
お
そ
ら
く
晩
婚

で
は
な
く
、
そ
れ
が
前

に
ふ
れ
た
よ
う
な
出

生
数
と
死
亡
数

の
均
衡
に
繋
が

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
山
北
村

の
奉
公
は

通

い
奉
公
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
結
婚
を
遅
ら
す
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。結

婚

に
つ
い
て
言
え
ぽ
、
百
姓
と
武
家
奉
公
人

の
身
分
を
往
来
す
る
彼
ら

の

通
婚
圏
の
分
析
は
欠
か
せ
な
い
。
山
北
村

の
足
軽

・
中
間
は
、
如
何
な
る
身
分

の
者
と
結
婚
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言

っ
て
、
足
軽

・
中
間
奉
公

人

の
通
婚
も
、
武
家
奉
公

に
出
な
か

っ
た
他
の
百
姓

の
も
の
と
何
ら
変
わ
ら
な

い
。
主
に
津
山
城
下
の
町
家
や
周
辺
農
村

の
百
姓
か
ら
の
嫁
入
り
で
あ
る
。
山

北
村

に
関
す
る
限
り
、
苗
字
帯
刀
を
も

つ
足
軽
で
も
徒
士
以
上

の
武
士
と
の
結

婚
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。
足
軽
奉
公
を
し
て
苗
字
を
名
乗

っ
て
も
百
姓
の
通
婚

圏

の
な
か
で
暮
ら
し
て
い
た
。

津
山
藩
で
は
、
足
軽

の
上

の
徒
士
層
と
足
軽
層
と
の
間
に
、
大
き
な
隔
絶
が

存
在

し
て
い
た
。

一
〇
歳
代
後
半
で
奉
公
を
始
め
た
百
姓
は
、
中
間
か
ら
中
間

頭
や
足
軽
、
さ
ら
に
は
足
軽
小
頭
に
昇
進
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
し
か
し
、
足

軽
か
ら

「徒
士
格
」

へ
の
昇
格

は
極
め
て
困
難
で
あ

っ
た
。
士
分

で
あ

っ
た
平
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井
眞
澄

「懐
舊
随
筆
」
は
、
足
軽
か
ら
徒
士

へ
の
昇
格

の
難
し
さ
を
次
の
よ
う

　　
　

に

回

顧

し

て

い
る

。

一
、
足
軽
は
五
十
五
年
相
勤
む
る
時
は
御
徒
士
格

に
召
し
出
さ
れ
し
は
抜

群
の
も

の
な
り
、
世
上
是
れ
を
足
洗

ひ
と
も
云
ひ
き
、
そ
は
足
軽
に
於

て
は
、
小
従
人
以
上

へ
途
中
出
逢
ひ

た
る
時
、
下
駄
を
脱
き
挨
拶
す
べ

き
定
め
な
る
に
因
る
、
月
並
以
下
御

徒
格
坊
主
格
も
御
家
老

へ
は
下
駄

を
脱
ぐ
。

百
姓

は

一
四
歳

で
足
軽
奉
公
に
入
り
、
六
九
歳
ま
で
勤

め
て
初
め
て
、
徒
士

格
に
な
り
得
た
。
さ
ら
に
五
か
年
七
四
歳
ま

で
勤
め
れ
ぽ
、
忰
も
徒
士

に
な
り
、

世
襲

の
武
士

の
家
と
し
て
家
中

に
定
着
し
た

の
で
あ
る
。
武
家
に
加
わ
る
方
法

は
勤
続
年
数

の
み
で
は
な
か

っ
た
が
、
百
姓
が
武
家
奉
公
で
世
襲

の
武
士
に
な

る
の
は
難
し

い
仕
組

み
で
あ

っ
た
。
当
時

の
寿
命
を
考
え
れ
ぽ
、
七
四
歳
以
上

ま
で
の
勤
続
は
実

に
稀
な

「事
件
」
で
あ
り
、
世
上
で
は

「足
洗
ひ
」
と
呼
び

話
題

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
津
山
藩
の
足
軽

は
路
上
で
士
分
と
す
れ
違
え
ぽ
下

駄
を
脱

い
で
腰
を
低
く
し

「下
座
」
せ
ね
ば

な
ら
な
か

っ
た
。
「組
之
者
諸
士

　　
　

江
下
座
之
事
」
な
る
法
度
が
あ
り
、
そ

の
作

法
を
細
か
く
定
め
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
足
軽
と
徒
士
格

の
間
に
は
、
雲
泥

の
差
が
あ
り
、

こ
の
壁
を
越
え
て
、

百
姓
が
徒
士
以
上

の
世
界
に
入
る
の
は
極
め

て
困
難
で
あ

っ
た
。
事
実
、
津
山

藩
で
は
、
最
終
的

に
、
徒
士
以
上
が

「士
族
」
と
さ
れ
た
。
足
軽
は
主
と
し
て

一
代
切
の
百
姓
や
町
人
で
編
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
明
治
初
年
に
は

「卒
部
」
と

さ
れ
、
後
に
は
民
籍

に
編
入
さ
れ
た
。
し
た
が

っ
て
、
山
北
村

の
足
軽
や
中
間

　　
　

は
、
明
治
以
後
も

つ
い
に
士
族

に
加
わ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
同
藩

で
は
徒
士

と
足
軽
の
境
界
が
大
き
く
、
近
代
に
入

っ
て
、
こ
れ
が
士
族
と
平
民
の
境
目
に

採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

津
山
藩
に
お
い
て
、
百
姓
は
奉
公
人
と
し
て

「武
士

の
世
界
」

に
取
り
込
ま

れ
な
が
ら
も
、
足
軽
小
頭
か
ら
上

へ
の
昇
進

に
は
鉄

の
壁
が
存
在
し
た
。
や
は

り
、
武
士
身
分
を
世
襲
す
る

「武
家
」
と
の
間
に
は
大
き
な
隔
壁
が
設
け
ら
れ

て
い
た
、
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
徒
士

へ
の
昇
格

は
難
し
く
、

足
軽
や
中
間
は
奉
公
を
老
境

に
至
る
前

に
終
え
百
姓
に
戻

る
か
、
そ
の
ま
え
に

死
亡
す
る
の
が

一
般
的
で
あ

っ
た
。
「
株
」
を
誰
人
か
に
譲
り
、
「帰
村
」
し
て

百
姓

に
戻

っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ぽ
、
藩
主

の
駕
籠
担
ぎ
等
を
含
む

「御
手
廻

り
者
」

は

「御
手
廻
り
者
二
十

ケ
年
余
席
相
勤
御
暇
相
願
候

ハ
・
其
身

一
生

一

人
ふ
ち
被
下
、
其
上
並
中
間
株
可
被
下
事
」
と
い
う
よ
う
に
、
勤
続
二
十
年
で

　
お
　

「中
間
株
」
が
与
え
ら
れ
た
。
足
軽
や
中
間
の
場
合
も

「番
代
」
と
称

し
て
跡

株
を
譲
り
、
百
姓

に
戻

っ
て
い
た
。
そ

の
例
を
掲
げ
る
と
、
熊
助
忰
演
太
郎
は

「年
弐
十
三
」
で

「
是
は
元
御
作
事
御
中
間
御
奉
公
相
勤
申
候
処
、
番
代
仕
候

　
お
　

二
付
、
昨
年
帰
村
仕
候
」
と
あ
り
番
代
帰
村
し
て
い
る
。
ま
た
、
惣
平

は

「年

六
十
七
」
で

「右
惣
平
義
元
御
作
事
御
中
間
御
奉
公
相
勤
申
候
処
、
番
代
仕
候

二
付
、
昨
年
帰
村
仕
候
」
と
、
老
年
で
隠
退
し
て
い
る
。
特

に
、
中
間

は
年
齢

に
拘
ら
ず
何
時
で
も
百
姓
が
奉
公
に
入

っ
て
は
番
代
帰
村
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
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こ
の
惣
平

の
子

で
あ
る
安
五
郎

(保
五
郎

口
三
七
歳
)
は
、

二
五
歳

の
と
き
六

歳
下

の
妻
を
め
と
り
、
父

の
あ
と
作
事
中
間
奉
公
を
勤
め
た
。
し
か
し
、
文
久

四

(
一
八
六
四
)
年
四
月
の
四
三
歳

の
時
に
は
百
姓

に
戻

っ
て
お
り
、
今
度

は

弟
源
蔵
が
作
事
中
間
奉
公

に
出

て
い
る
。

そ
し
て
、
自
身

は
翌
年
十

一
月

に

「
黒
田
春
吉
様
御
屋
敷
」

に
刀
指
出
入
奉
公

を
始
め
、
再
び
武
家
奉
公
人
と
な

っ
て
い
る
。
父
か
ら
兄
、
兄
か
ら
弟

へ
と
、
中
間
株
が
世
帯

の
内
部

で
た
ら
い

回
し
に
さ
れ
、
百
姓
↓
武
家
奉
公
人
↓
百
姓

↓
武
家
奉
公
人
と
い
う
身
分
移
動

が
激
し
い
。

足
軽

は
中
間
ほ
ど
入
れ
替
わ
り
が
頻
繁

で
は
な
く
、
継
続
し
て
奉
公
を
続
け

る
傾
向

に
あ
る
が
、
必
ず
し
も
実
子
に
跡
を
譲

っ
て
は
い
な
い
。
前
出

の
安
政

五
年

の
五
人
組
帳

か
ら
足
軽
相
続

の
例
を

み
る
と
、
「浮
組
」
小
坂
斉
治
郎

の

跡
は

「忰
尾
坂
良
吉
」
が
継

い
で
い
る
。
し

か
し
、
「使
組
」
土
井
多
助

の
場

合
は
、
忰
が
苗
字

の
な
い
割
場
中
間
に
な
り
、
忰
が
世
襲
し
て
い
な
い
。
足
軽

　あ
　

の
跡
は
必
ず
し
も
実
子
に
は
譲
ら
れ
な
い
。
文
久
四
年
宗
門
帳
に
は
、
同

一
世

帯

の
父
子
が
異
な
る
苗
字
で
足
軽
や
刀
指
奉

公
を
す
る
例
が
み
ら
れ
る
。
高
六

石
四
斗
三
升
四
合
、
繁
蔵

の
世
帯
で
は

「
父
玉
置
茂
七
」
と

「兄
児
玉
八
百
之

助
」
が
家
老
組
足
軽
、
も
う

一
人
の

「兄
児
玉
初
蔵
」
は

「小
沢
本
支
様
御
出

入
刀
差
御
奉
公
」
を
し
て
い
る
。
余
所
か
ら

「株
」
を
取
得
し
て
、
数
人
の
足

軽
を
輩
出
す
る
世
帯
も
み
ら
れ
た
。
津
山
藩

で
は
、
足
軽

・
中
間

の
株
が
成
立

し
て
お
り
、
そ
の
譲
渡
で
番
代
が
な
さ
れ
て
い
た
。
他
人
の
足
軽
株
を
手
に
入

れ
て
、
忰
を
番
代

に
出
す
。
そ
の
た
め
、
同
じ
百
姓
家
か
ら
父
と
子
が
足
軽
奉

公
に
通
い
な
が
ら
、
別
々
の
苗
字
を
名
乗

っ
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。

こ
の
よ
う
に
武
家
奉
公
に
は
、
生
涯
、
武
家
奉
公
を
続
け
る
者
も
あ
る
が
、

中
途

で
辞

め
る
者
が
多
か
っ
た
。
山
北
村

の
宗
門
帳
は
毎
年
連
続
的

に
残
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
足
軽
や
中
間

の
勤
続
状
況
を
追
跡
調
査
す
る
こ
と
が
難
し
い
。

し
か
し
、
右
記

の
よ
う
な
追
跡
可
能
な
個
別
事
例
か
ら
し
て
、
特
に
中
間
の
奉

公
は

一
時
的
な
も
の
が
多

い
よ
う
で
あ
る
。
中
間
は
足
軽
よ
り
も
職
務
内
容
や

雇
用
形
態

か
ら
し
て
勤
続
年
数
が
短
か

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

武
家
奉
公
を
生
涯
続
け
る
か
、
辞

め
る
か
の
違

い
は
、
足
軽

に
な
る
か
中
間
に

な
る
か
と
い

っ
た
武
家
奉
公

の
種
類
が
大
き
く
関
わ

っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、

足
軽
は
小
頭
に
な
る
に
つ
れ
て
、
二
〇
俵
か
ら
二
五
俵

へ
と
給
米
が
昇
給
し
て

い
く
が
、
中
間
は

一
四
俵
で
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
て
い
る
。
中
間
だ
け

の
給
米
で
四

人
以
上
の
家
族
を
養
う
の
は
難
し
い
。
足
軽

は
鉄
砲

・
弓
な
ど
役
務

に
専
門
性

が
あ

る
が
、
津
山
藩
の
中
間
は
全
く
雑
務

に
従
事
す
る
も
の
で
臨
時
雇
い
の
色

彩
が
強

か
っ
た
。
表
3
で
み
た
よ
う
に
、
山
北
村

の
百
姓

は
、
田
畑

に
対
し
て

人
手
が
過
剰
に
な
れ
ば
、
足
軽
株
や
中
間
株
を
入
手
し
て
、
家
族
成
員
を
奉
公

に
出
し
て
い
る
。
逆
に
農
業
労
働
力
が
必
要

に
な
れ
ば
、
他
人
に
跡
株
を
譲

っ

て
奉
公
を
罷
め
る
か
、
或
は
田
畑
を
小
作

に
出
し
て
足
軽
奉
公
を
続
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
武
家
奉
公
を
あ
る
種
の
副
業
手
段
と
し
て
利
用
し
な
が
ら
農
業
を

営
ん
で
い
た
。
こ
れ
が
城
下
廻
り
の
農
業
経
営
の
姿

で
あ
り
、
逆
を
言
え
ば
、

津
山
藩

の
下
層

で
実
務
に
あ
た
る
足
軽
組
や
中
間
な
ど

「兵
卒
」
軍
事
力
の
編

成
は
城
下
廻
り
の
こ
の
よ
う
な
農
業
経
営

の
存
在
を
前
提

に
成
り
立

っ
て
い
た
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表6山 北村の武家奉公証文数

奉 公 中 間 家中屋敷 家中屋敷刀差

年 代
割
場

作
事 厩 紙

漉
銃
卒

出
入

引越 出
入

引 入越
込

不
明

人数

文 化131816 2 2

141817 1 1 2

文政21819 1 1

31820 1 1

41821 1 1

51822 1 1 1 3

61823 1 1 2

弘化41847 1 1 2

嘉永31850 1 1 1 3

41851 1 11 3

51852 1 1 2

61853 1 1

71854 1 1

安政61859 1 1

文久21862 3 1 5 1 10

31863 12 1 1 14

元治元1864 4 1 2 7

慶応元1865 1 1 2

21866 1 1 21 5

明治元1868 5 1 6

21869 4 4

31870 1 1

人 数 29 11 1 1 2 2 4 11 12 1 74

出典:山 北村文書 「武家奉公証文」。

と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
最
後

に
少
し
、
幕
末
維
新

の
動
乱
と
、
山
北
村

の
武
家
奉
公
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
結
論
か
ら
言

っ

て
、
幕
末
維
新
期

に
は
、
農
村
か
ら
の
武
家
奉
公
人
が
増
加
の
途
を
辿

っ

た
。
特

に
、
文
久
年
間
以
降
、
諸
藩
は

「海
防
」
と

「内
乱
」
に
本
格
的

に
巻
き
込
ま
れ
、
各
地

へ
の
派
兵
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
津
山
藩
も
例
外

で
は
な

い
。
嘉
永
七

(
一
八
五
四
)
年

の
ペ
リ
ー
再
来
航
時

の
江
戸
高
輪

警
備

に
は
藩
邸

の
人
数

で
対
応
し
た
が
、
文
久
三

(
一
八
六
三
)
年
五
月

の
攘
夷
決
行
に
は
摂
津
沿
岸
に
二
五
〇
人

の
藩
兵
を
派
遣
し
て
滞
在
さ
せ

　あ
　

る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
後
、
津
山
藩
は
禁
門

の
変
、
二
度

の
長
州
征
討

に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
津
山
藩
は
文
久
以
降
、
武
家
奉
公
人

の
採
用

を
激
増
さ
せ
た
。

表
6
の
山
北
村

の
武
家
奉
公
証
文
数
か
ら
も
、
こ
の
様
子
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
山
北
村
か
ら
の
武
家
奉
公
は
、
そ
れ
ま
で
年
間
二
人
前
後

で

あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
久
二
年

に
は

一
年
で

一
〇
人
も

の
武
家
奉
公
が

出
た
。
家
中
奉
公
六
人
、
割
場
中
間
三
人
、
作
事
場
中
間

一
人
で
あ
る
。

そ
し
て
翌
三
年
に
は
、
実

に

一
四
人
が
武
家
奉
公
に
出
て
い
る
。
派
兵

に

迫
ら
れ
た
津
山
藩
が
、
人
夫
で
あ
る
割
場
中
間

の
採
用
を
増
や
し
、
山
北

の

で
あ

る
。

五

幕
末
維
新
と
奉
公
の
変
化

こ
こ
で
分
析
し
た
山
北
村
の
武
家
奉
公
の
動
向
は
、
幕
末
維
新
の
政
治
情
勢

村

の
百
姓
が
こ
れ
に
応
じ
た
た
め
で
あ
る
。
文
久
以
降
、
摂
海

(大
阪
湾
)
と

京
都

の
警
衛
、
そ
し
て
長
州
戦
争
に
派
兵
が
行
わ
れ
た
た
め
人
夫
が
必
要
に
な

っ
た
。
ま
た
京
都
駐
在
を
命
じ
ら
れ
た
藩
士
や
家
族
は
新
た
に
奉
公
人
を
必
要

と
し
た
た
め
、
武
家
奉
公

の
需
要
が
高
ま
り
、
採
用
が
急
増
し
た
。
特
に
幕
末
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津山藩領山北村の足軽 ・中間奉公

期
に
入

っ
て
、
山
北
村

の
百
姓
が
非
常
に
高

い
比
率
で
、
奉
公
人
を
供
給
し
て

い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情

に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
た
だ
、
津
山
藩
が
武

家
奉
公
の
採
用
を
急
増
さ
せ
た
理
由
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
洋
式
兵
制

の

導
入
と
も
無
関
係

で
は
な
か

っ
た
。
文
久
以
前

は
、
山
北
村
の
百
姓
は
足
軽
に

抱
え
ら
れ
て
も

「
浮
組

・
使
組

・
家
老
組

・
目
付
組
」
な
ど
で
あ
り
、
戦
兵

の

中
核

で
あ
る

「鉄
砲
組
」
「長
柄

(鎗
)
組
」

に
入
る
こ
と
は
稀

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
慶
応
以
後
に
明
ら
か
な
変
化
が
あ

っ
て
、
奉
公
先
が

「
鉄
砲
組

・
鉄

砲
新
組

・
鉄
砲
浮
組

・
歩
兵
組

・
農
兵
」
な
ど
と
記
さ
れ
、
村
民
が
銃
を
肩

に

し
た

「銃
卒
」

に
編
成

さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る

(表
7
)。
雑
用
や
人
夫
と
し

て
の
使
役
か
ら
、
次
第

に
百
姓
を
銃
隊
に
編
成
す
る
も
の
に
武
家
奉
公

の
重
点

が
移
行
し
て
い
た
。

安
政
か
ら
慶
応
初
年

に
か
け
て
の
津
山
藩

の
兵
制

で
は
、
ま
ず
先
頭

に
鉄
砲

足
軽
二
〇
人
の
横
列
を
二
つ
並
べ
、
御
先
手
鉄
砲
頭
が
之
を
統
率
す
る
。
そ
の

後
ろ
に
槍
を
取

っ
た
士
分
の

「戦
士
」
二
〇
人
が
固
め
、
左
右
両
翼
に
大
砲

一

門
ず

つ
据
え
て
大
砲
方

一
〇
人
が
分
属
す
る
。
足
軽
の
銃
は
玉
目
四
匁
三
分
の

火
縄
銃

で
あ
り
、
法
螺
貝
や
太
鼓

の
合
図
で
鬨

の
声
を
挙
げ

て
進
退
す

る
も
の

で
、

こ
れ
を
指
揮
し
た
大
砲
奉
行
自
身
が

の
ち
に

「今
時

の
眼
を
以

て
当
時
を

　あ
　

視
れ
は
児
戯

の
如
し
」
と
、
自
嘲
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
津
山
藩
で
は
、

イ
ギ
リ
ス
式
兵
制

の
導
入
を
試
み
た
が
、
士
分
の
者
は
槍
を
望
み
、
銃
を
恥
じ

て
、
銃
隊
に
編
成
さ
れ
る
の
を
頑
な
に
拒
ん
だ
。
そ
の
た
め
、
銃
隊

の
編
成
は

困
難
を
極

め
た
。
よ
う
や
く
慶
応
四

(明
治
改
元
)
年

に
、
津
山
藩
は
イ
ギ
リ

表7奉 公の内訳(山 北村)

文政5 天保13 弘化3 安政5 文久3 文久4 慶応4

御旗組1 御組小頭1 御長柄小頭1 鉄砲組小頭1

御組5 御組14 御組7 御組8 御長柄組2 鉄砲組15
諸
組

下 目付組2 下目付組2 御家老御組1 御家老様組2 先手鉄砲組5 鉄砲新組1

足 使組1 御浮組1 御浮組3 御家老組3 鉄砲浮組7

軽 御浮組1 御浮組5 歩兵組4

南 割場中間

御使組1

下目付組1 御使組3 農兵1

問頭 部屋頭1 御打筒組1

作事小頭1 御作事杖突1
o

手 作事道懸1 御手大工1 御作事大工1

廻 御手廻 り 御作事杖突2 御作事杖突1 御作事奉公1
●

御大や り持1 御作事道懸1 御作事道懸2 御作事道懸1
下
代 御籠御奉公1 作事部屋頭1 作事部屋頭1

下屋敷門番1 割場部屋頭1

御郡代所付1

割場部屋頭5

郡代所付1

刀指御奉公2

刀指御出入4 刀指御出入4 御家来2若 刀指御奉公

党 1 出入刀指 入込刀指2 入込刀指3

出入御奉公2 出入御奉公1 出入御奉公8御奉公2

紙漉中間1

中 作事 〃4 作事中問16 作事中間4 作事中間3 作事中間8 作事中間10 作事中間10

間 大部屋 〃4 割場中間9 割場中間2 割場中間1 割場中間21 割場中間32 割場中間26

御厩 〃1 御厩中間1 御厩中間1 御厩 中間1

計 21人 51人 *16人 *9人 55人 74人 87人

出典:山 北村文書 「西北條郡山北村御仕置五人組人別帳」、文久3年 は 「当作高反別御年貢米家内人別書上帳」慶応4年 は 「山北村在

帳並住居之者取調帳」。帳紙剥落で人数脱漏。*帳 面後欠のため人数過小。
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ス
式
兵
制
を
藩
士

に
伝
習
さ
せ
よ
う
と
、

「始

め
て
士

に
卒
と
伍
し
て
銃
を
執

ら
し
」
め
た
が
、
足
軽
同
様

の
練
兵

に
士
分

は
激
昂
し
、
「藩
士

の
卒
と
伍
す

　サ
　

る
を
恥
ち
て
紛
囂
、
尤
甚
し
」
く
、
藩
内
は
騒
然
と
な

っ
た
。
兵
制
改
組

の
担

当
者
が
、
「
元
亀
天
正
の
頃
よ
り
、
武
士
は
鎗
を
執
り
、
卒

は
銃
を
持

つ
、
其

因
習
の
久
し
く
確
と
し
、
動

か
さ
る
も
の
を

一
朝
に
し
て
之
を
廢
し
、
士
卒
を

し
て
同

一
に
銃
を
執
ら
し
め
ん
と
す
る
に
於

て
、
藩
士
の
悲
憤
す
る
も
、
亦
、

　お
　

宜
な
ら
す
や
、
彼
所
に
耳
語
し
、
此
所

に
密
議
し
、

一
藩
不
平
を
鳴
ら
す
」
と

慨
嘆
を
交
え
て
後

に
回
顧
す
る
。
結
局
、
津

山
藩
で
は
、
士
分

の
者

に
銃
を
担

が
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
主

に
農
民
出
身

の
奉
公
人

の
銃
卒

・
歩
兵
組

・
農
兵

で
も

っ
て
、
銃
隊
を
編
成
し
た
。

つ
ま
り
、

百
姓
を
採
用
し
て
は
銃
を
練
ら
せ

る
方
法

で
し
か
、
洋
式
兵
制

へ
の
移
行
を
図

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
津
山
藩

で
は
、
士
が
銃
を
拒
絶
し
た
た
め
、
洋
式
兵
制

の
大
隊
は

「
皆
足
軽
を
以
て
編

成
し
、
小
隊
長

・
分
隊
長
は
元

の
足
軽
頭
を
以
て
之
れ
に
充

つ
」
状
況

で
あ
り
、

城
下
近
村

の

「奉
公
」

に
依
存
し
て
軍
事
力

を
編
成
す
る

「大
名
家
中
」

の
構

造
限
界
を
露
呈
し
つ
つ
、
明
治
四
年

の
廃
藩

に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り

に

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
津
山
藩
松
平
家

で
は
、
足
軽
や
中
間
が
城
下
廻
り

の
農
村
に
住
み
、
奉
公

の
か
た
わ
ら
農
業
を
営
ん
で
い
る
の
が
常

で
あ

っ
た
。

こ
こ
で
分
析
し
た
山
北
村

の
よ
う
な
足
軽
奉
公

の
状
態
は
津
山
城
下
に
近

い

村
々
に
共
通
し
て
い
る
。
勿
論
、
津
山
藩

の
足
軽
に
も
、
世
襲

の
譜
代
足
軽
、

　お
　

津
山
城
下

に

「足
軽
屋
敷
」
を
拝
領
し
て
転
宅
す
る
者
、
町
方

か
ら
奉
公

に
出

る
者
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
実
際
上
は
、
津
山
藩

の
足
軽

・
中
間
は
、
城
下
に

ご
く
近

い
村
々
か
ら
輩
出
さ
れ
る
百
姓
出
身

の
者
が
多
い
。
津
山
藩
は
藩
法

に

規
定
を
設
け
て
、
城
下
直
近
の
十

一
ケ
村
を
足
軽
奉
公
の
村
と
し
、
そ
の
村
々

か
ら
足
軽
や
中
間
を
雇
用
す
る
政
策
を
と

っ
て
い
た
。
裏
返
せ
ぽ
、
城
下
近
村

に
は

「武
家
奉
公
」
と

い
う
名

の
雇
用
が
毎
年
多
量

に
生
み
出
さ
れ
て
い
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
領
国
経
済

の
構
造
に
も
大
き
く
影
響
し
て
い
た
。

城
下
近
村
で
は
、
百
姓
が
領
主

の
奉
公
人
需
要
に
呼
応
し
て
、
家
族
労
働
力
を

販
売
す
る
構
造
が

で
き
あ
が
る
か
ら
で
あ
る
。
近
世
城
下
町
を
震
源
と
し
て
小

農
自
立
や
商
業
的
農
業
が
次
第

に
周
囲
に
波
及
し
て
い
く
現
象
が
み
ら
れ
た
、

と

い
う
指
欄
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
武
家
奉
公

の
成
立
と
無
関
係

で
は
な
い
。
大

名
家
が
城
下
近
村

の
百
姓
を
大
量

に
雇
用
し
て
足
軽
や
中
間
を
編
成
す
る
こ
と

に
よ
り
、
城
下
の
近
村
は

「武
家
奉
公
」
と
い
う
収
入
ポ
ケ
ッ
ト
を
手

に
入
れ

る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
収
入
は
決
し
て
少
な
い
も
の
で
は
な
い
。
人
口
約

一

〇
万
人

の
津
山
藩
で
も
、
城
下
と
そ
の
近
郊
に
毎
年
約

二
四
〇
〇
人

(奉
公
給

八
四
〇
〇
石
)
と
い
う
大
規
模
な
雇
用
が
生
じ
た

の
で
あ
り
、
天
保
末
年

の
山

北
村
で
は
、
年
貢
納
入
三
八
二
石
余

に
対
し
、
奉
公
に
よ
っ
て
実

に
二
六
〇
石

　れ
　

前
後
も
の
反
対
給
付
を
領
主
か
ら
得
る
構
造
が
生
ま
れ
て
い
た
。

こ
れ
ほ
ど

の

収
入
源
が
あ
れ
ば
、
城
下

に
近
い
農
村

で
は
零
細
農
民
の
存
立
が
可
能

に
な
る

ぼ
か
り
か
、
得
ら
れ
た
奉
公
人
給
は
商
業
的
農
業
を
展
開
す
る
た
め
の
原
資
と

し
て
投
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
城
下
直
近

の
村
々
に
は
武

106



津山藩領山北村の足軽 ・中間奉公

家
奉
公

の
な
い
城
下
僻
遠

の
村
に
は
到
底
望

め
な
い
よ
う
な
経
済
的
可
能
性
が

与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
足
軽

・
中
間
奉
公
の
問
題
が

単

に

「大
名
が
百
姓
を
雇

い
百
姓
が
足
軽
に
な
る
」
と
い
う
以
上
の
意
味
を
含

ん
で
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。
領
国
内
部
の
地
域
的
経
済
格
差
な
ど
に
も
こ
の
問

題
は
つ
な
が

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
今
後
は
こ
の
よ
う
な
経
済
的
視
点
か
ら
も

「足
軽
奉
公
」
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要

に
な

っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注(1
)

速
水
融

『近
世
濃
尾
地
方
の
人
口

・
経
済

・
社
会
』
創
文
社
、

一
九
九
二

年
。
ま
た
成
松
佐
恵
子

『近
世
東
北
農
村
の
人
び
と
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
壼
旦
房
、

一
九
八
五
年
が
東
北
の
事
例
を
示
す
。

(2
)

森
下
徹

『日
本
近
世
雇
用
労
働
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九

五
年
。

(3
)

磯
田
道
史

「近
世
大
名
家
に
お
け

る
足
軽

の
召
抱
と
相
続
」
(『日
本
歴

史
』
六
二
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
)
。
ほ
か
に
、
同

「徒
士
層

の
相
続
制
度
」

(『史
学
』
七
〇
1

一
、
二
〇
〇
〇
年
)
。
同

「近
世
大
名
家
臣
団
の
相
続
と

階
層
ー
松
代
藩
真
田
家
の
場
合
1
」

(『地
方
史
研
究
』
二
八
八
号
、
二
〇
〇

〇
年
)。

(4
)

津
山
郷
土
博
物
館
所
蔵
、
愛
山
文
庫

「津
山
藩
士
族
卒
族
姓
名
」
D

一
ー

四
八
。

(5
)

津
山
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編

『津
山
市
史

第
四
巻
近
世
2
1
松
平
藩
時

,代
1
』
津
山
市
役
所
、

一
九
九
五
年
、

一
八
頁
。

(
6
)

岡

山
県

史

編
纂

委

員
会

編

『岡

山

県
史

』
第

二
十

五

巻
津

山

藩
文

書

、
岡

山
県

、

一
九

八

一
年

、

七
〇
七

頁
。

(
7
)

岩

橋
勝

『近

世

日
本
物

価
史

の
研

究
』

大
原

新
生

社
、

一
九

八

一
年
。

(
8
)

新

保

博

「近

世

後

期

に

お
け

る
物

価

・
金
相

場

・
為

替
打

銀

相
場

」
梅

村

又

次

・
新
保

博

・
西

川

俊

作

・
速

水

融

編

『数

量

経

済

史

論

集

1

日
本

経

済

の
発

展

近

世

か
ら

近
代

へ
』
日

本
経

済

新
聞

社
、

一
九

七
六

年
、

二

七

〇
頁

。

(
9
)

大

塚

武
松

編

『藩

制

一
覧

』
上

巻
、

日

本
史

籍
協

会

、

一
九

二
八
年

、

二

七

五

・
二
七

六
頁

。

(
10
)

愛

山

文
庫

「
大

目
付

役
所

張
紙

類
写

」

D
五
1

二
〇

1

一
二
。

(
11
)

同
右

。

(
12
)

『
岡
山

県
史

』
第

二
十

五
巻

津
山

藩
文

書
、

七

〇
六

・
七

〇
七
頁

。

(!3
)

同
右

、
七

〇
七

頁
。

安
永

六

(
一
七
七
七

)
年

五
月

の
公
儀

御

触
。

(14
)

同
右

、

七
〇

二
頁

。
津

山

藩

は
安

永

二

(
一
七

七

三
)
年

十

一
月
五

日

の

法
令

で

コ

郷
中

よ
り
御

家

中

江
、

刀
指

奉

公
并

中

間

二
罷

出
候

も

の
共

、

村

方
人

別
相

除
候

義
者

勿
論

之
事

二
候

…
」

と

し

た
。

(15
)

同
右

、

七
〇

二
頁
。

安
永

六
年

五

月
法
令

。

(16
)

国
文

学
資

料

館
史

料

館

所
蔵

、
美

作

国
中

島
家

文

書

「
西

一
宮

村

五
人

組

人
別
改

帳

」
三

二
A

1

四
二
～

四
三

(17
)

山
北

村

に
関

し

て
は
、
村

山

聡

「
記
録

さ

れ

た
世
帯

と
イ

メ
ー
ジ

さ

れ

る

家

族
-

地
域

科
学

と

し

て

の
比
較

史

料
研
究

1

」
国
貫
〉
ω
冨
昌

津

○
冨
9

8

℃
O
o
巳
巴

8

蝉
巳

守

∋
ξ

自
一ω
8
2

髫

○
閑
固

Z
O

勺
》
閖
国
幻

o。
国
国

国
ω

Z
o
・Φ
、

一
九

九
九

年
が

近
世

ド

イ

ッ
と

の
比

較
史

研
究

を
試

み

て

い
る
。

(
18
)

津

山
郷

土
博
物

館

所
蔵

、
山

北
村

文
書

。
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(19
)

山
北
村
文
書
六
九
。
「人
別
無
く
同
居
住
」
と
の
表
題
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
山
北
村
の
武
家
奉
公
人
は
村
方
人
別
を
抜
く
も
村
に
居
住
し
、
通
い
奉

公
を
し
て
い
た
。

(20
)

『岡
山
県
史
』
第
二
十
五
巻
津
山
藩

文
書
、
六
七
七

・
六
七
八
頁
。
寛
政

二

(
一
七
九
〇
)
年
七
月
二
十
八
日
の
法
令
に
よ
る
。

(21
)

山
北
村
文
書
、
四
九
。

(22
)

山
北
村
文
書

「懐
胎
届
死
生
人
別
出
入
月
改
書
上
帳
」。

(23
)

山
北
村
文
書
に
天
保
四

(
一
八
三
三
)
年
二
月
十
三
日

「諸
組
中
間
御
家

中
江
出
入
奉
公
心
得
方
」

一
-

一
一
r
七
五
七
が
あ
り
、
手
続
き
を
示
す
。

次
に
掲
げ
る
。

郷
中
よ
り
諸
組
中
間
并
御
家
中
江
出
入
奉
公

二
罷
出
候
者
之
義
、
心
得

方
、
左
之
通
、

一
、
小
頭
、
或
者
、
主
人
江
申
込
候
以
前
、
諸
親
類
組
合

・
村
方

へ
当

人
よ
り
及
相
談
、
故
障
茂
無
之
候

ハ
・
、
是
迄
之
通
、
村
役
人
を
以
、

内
意
伺
出
、
承
置
候
上
、
小
頭
、
或
者
、
主
人
江
申
込
候
而
、
聞
済

二
相
成
候

ハ
・
、
人
別
離
願
書
差
出
可
申
事

一
、
小
頭
、
或
者
、
主
人
家
之
方
よ
り
召
抱
度
旨
、
相
望
候
節
、
其
段

諸
親
類
組
合

・
村
方

へ
当
人
よ
り
相
談
故
障
無
之
候

ハ
・
、
是
迄
之

通
、
村
役
人
を
以
、
内
意
伺
出
、
承
置
候
上
、
小
頭
、
或
者
、
主
人

江
及
返
答
候
而
、
人
離
願
書
差
出
可
申
事

一
、
人
別
離
願
書
差
出
候
已
前
、
村
方

へ
差
入
候
〆
り

一
札
、
文
政
七

申
年
之
通
、
相
心
得
可
申
事
、
右
之
通
、
以
来
心
得
方
区
々
無
之
様
、

末
々
迄
入
念
可
被
相
達
候
以
上
、

(24
)

『岡
山
県
史
』
第
二
十
五
巻
津
山
藩
文
書
、
七
〇
三
頁
。

(25
)

同
右
、
七
〇
四
頁
。

(26
)

平
井
眞
澄

「懐
舊
随
筆
」
『津
山
温
知
会
誌
』
第
四
編
、
津
山
温
知
会
、

一
九

=

年
。
以
下
、
本
章
の
引
用
部
分
同
じ
。

(27
)

山
北
村
文
書

「西
北
條
郡
山
北
村
御
仕
置
五
人
組
人
別
帳
」
文
政
五
年
二

月
。

(28
)

磯
田
道
史

「近
世
美
作
地
方
に
お
け
る
農
民
家
族
の
生
活
周
期
～
行
信
村

ぷ　

ユ

78

-

87
年

～

」

国
霞

》
忽
p。
昌

℃
8

U①
9

8

芍
O
O
虹
一鋤
けδ

昌

四
昆

国
鋤
巨

ぐ

団

一甲

1⊥

1

8
亳

"
煢

○
閑
内
H
Z
Ω

℃
〉
閑
国
閑

ω
国
力
H国
ω
Z
p
一
〇
、

一
九

九
九
年

。

(
29
)

「
懐
舊

随
筆

」

八
八
頁

。

(
30
)

「
大
目

付
役

所
張

紙
類

写
」

寛
政

二

(
一
七

九
〇

)
年

十
月
条

。

一
、

御
家

老
組

井

御

城
代

組
、

右

両
組

者
御

使

番

以
上

江

下
座

い
た

し
、

番

外

以
下
江

者
、

雨

天
之
節

下
駄

ぬ
き

不
申

一
、

大

目
付
組

者

大

番
組

以

上
江

下
座

い
た
し
、

小
従

人

以
下

ヘ

ハ
下

駄

ぬ
き

不
申

処
、

前

々
よ

り
致

し
来

り
、

尤

、
途
中

挨

拶

等
有

之
候

ヘ

ハ
様

子

二
寄
、

下
駄

ぬ
き
之

事

も
有

之
、

右

之
通

仕

来
候

所

、
安

永

五
申

年

九
月

三

日
、

御
家

老

組
御

城

代
組

下

目
付

共

、
以

来

小
従

以

上
下

駄

ぬ
き
候
様

、

夫

々
小
頭

へ
申
渡

之

。

(31
)

「
津

山

藩

の
禄

制

階
級

改

廃

調
書

」

(
『津

山

温

知

会

誌
』

第

五

編

、

一
九

一
二
年

、

二

二
～

三

二
頁

)
。

(32
)

「
大

目
付

役
所

張
紙

類
写

」
明

和

八

(
一
七
七

一
)

年
正

月
条

。

(33
)

山
北

村

文
書
、

五

六
。

(34
)

山
北

村
文

書
、

五

五
。

(35
)

幕
末

期

の
津

山
藩

の
動
向

は
、
津

山
市

史

編

さ

ん
委

員
会

編

『
津

山
市

史

第

四
巻

近
世

2
1
松

平

藩
時

代

1
』

津
山

市

役
所

、

一
九

九

五
年

が
詳

し

い
。
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(36
)

黒
田
彦
四
郎
成
復

「老
の
小
手
巻
」

(『津
山
温
知
会
誌
』
第
九
編
、

一
九

一
六
年
、
四
～

=

頁
)
日
露
戦
争
期
に
元
津
山
藩
大
砲
奉
行
黒
田
彦
四
郎

が
回
顧
著
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

(37
)

同
右
、
六
頁
。

(38
)

同
右
、
八

・
九
頁
。

(39
)

愛
山
文
庫

「足
軽
屋
敷
請
取
帳
」
D
四
-
二
〇
で
、
足
軽
の
屋
敷
拝
領
の

実
態
を
知
り
得
る
が
、
年
間

一
軒
程
度

で
、
到
底
、
足
軽
の
全
て
に
支
給
さ

れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

(40
)

速
水
融

『近
世
農
村
の
歴
史
人
口
学
的
研
究
』
東
洋
経
済
新
報
社
、

一
九

七
三
年
が

一
六
二
〇
年
代
の
諏
訪
藩
成
立
以
後
の
領
国
が
変
化
す
る
様
子
を

追
い
、
城
下
町
を
中
心
に
小
農
自
立
が
進
む
様
子
を
描
い
て
い
る
。

(41
)本
稿
で
示
し
た
津
山
藩

の
奉
公
給

(足
軽

一
七

・
五
俵
、
中
間

一
四
俵
、
家

中
奉
公
人
二

・
五
両
)
か
ら
天
保
十
三
年

の
場
合
を
算
出
し
た
。
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